
柏崎刈羽原子力発電所の透明性を確保する地域の会第５回定例会・会議録 

 

１ 日   時  平成１５年９月３日（水） 

１ 場   所  財団法人柏崎原子力広報センター・２Ｆ研修室 

１ 出 席 委 員  浅賀・阿部・新野・伊比・今井・金子・川口・佐藤・高橋・武本・ 

         内藤・中沢・牧・丸山・宮崎・吉田・渡辺(五)・渡辺(丈)・渡辺(洋)

                    以上１９名 

１ 欠 席 委 員  小山・柴野・田辺・中村・本間            以上 ５名 

１ その他出席者 柏崎市品田市民生活部長（議長） 

新潟県産業労働部、原子力安全・資源対策課飯吉主任 

西山町徳永まちづくり推進課長・刈羽村企画広報課室星副参事 

柏崎市酒井防災・原子力安全対策課長          

         原子力・安全保安院、山本哲也統括安全審査官 

         柏崎刈羽原子力発電所保安検査官事務所、木野所長 

         柏崎刈羽地域担当官事務所、馬場所長 

         東京電力（株）川俣保修担当部長 

東京電力（株）菅沼広報部部長 

         東京電力（株）熊田技術部副部長 

柏崎原子力広報センター鴨下事務局長（事務局・司会） 

柏崎市防災・原子力安全対策課布施課長代理 

柏崎市防災・原子力安全対策課名塚主任 

柏崎市防災・原子力安全対策課関矢主査 
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・・・・・・・・・・・・・・・・・１８：３０開会・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

◎品田議長 

  ご苦労様でございます。第５回でございますが、ご案内させていただきましたときは議

事が２つありまして、維持基準の導入の考え方とシュラウドの特認申請ということを、テ

ーマにあげさせていただきました。保安院のほうから説明を聞いて、その後意見交換をさ

せていただこうかと思っておりましたけれども、少し問題を分けたほうがいいだろうとい

うことで、今日は維持基準の考え方を中心にやらせていただいて、シュラウドの特認申請

は、質問等あれば多少お答えいただけると思いますが、今日お出でいただいている方は違

うセクションが担当だそうでございます。我々の方で、少し分けた方がいいであろうとい

う判断の元で、２回に分けさせていただいて、テーマにありましたシュラウドの特認申請

は次回に送ろうというふうに、考えさせていただいておりますのでそのつもりでお願い致

します。 

  それで、維持基準という言葉は新聞等ではいろいろと言われております。私どもも維持

基準の基本的なことは新聞報道等でしか承知をしておりません。具体的に、我々も説明を

ホームページ等で、パブリックコメントを求めて意見集約をしておりますが、まだ固まっ

ていないといった状況で、今現在の状況というのは、行政当局も初めてであります。一緒

に勉強させていただきたいというふうに思っております。 

  今日はおおむね１時間ぐらいで、細かいところをやってもしようがないというふうに思

いますので、基本的なところをまずご理解いただいた中で、説明をまず１時間ぐらいして

いただこうと思っております。それが終わりましたら、残された時間で、本来ですと、こ

こで意見交換をした上で質疑ということになるんでしょうけれども、特定のテーマでもあ

りますので、今日はできればご了解いただければ、説明の後で保安院の皆さんと質疑等々、

意見交換ということで、全体でやらせていただければというふうに思っておりますので、

ぜひご協力をお願いをしたいと思います。 

それでは、座らせていただきますが、ＮＥＩの報告というのはあるのですか。 

◎市・名塚主任 

  お手元に両面コピーで６枚くらいのものを、これは委員の方にしか配られていません

が、８月２７日に「米国原子力エネルギー協会（ＮＥＩ）関係者との情報交換会」とい

うことで柏崎刈羽原子力発電所の方で開催されました。それで、この前、地域の会のほ

うからオブザーバーで参加ということでご案内しましたところ、５名の委員さんの皆さ

んからご参加がありました。概要ということで、とりまとめてありますのでご参考にし

ていただきたいと思います。以上です。 

◎品田議長 

  ということです。参考にごらんをいただきたいということであります。 

  それでは、今日の本題に入らせていただきます。維持基準導入の考え方ということで

タイトルが振ってございます。 

まず最初に、国の原子力安全・保安院の方から説明を受けたいというふうに思ってお

ります。今日おいでいただきました方をご紹介させていただきます。保安院の山本統括

安全審査官でいらっしゃいます。 
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◎山本統括安全審査官 

  山本でございます。 

◎品田議長 

  それから、柏崎刈羽原子力発電所保安検査官事務所の木野所長でいらっしゃいます。

こちらにおいでいただきまして、ちょっとお時間を皆さんの方から拝聴していただきた

いと思います。お時間とりたいと思います。 

◎山本統括安全審査官 

  ご紹介いただきました私、原子力安全・保安院で統括安全審査官をしております山本で

ございます。私の方の担当はこういう維持基準を始めといたしました各種の基準関係の整

備を担当させていただいているものでございます。今日は、維持基準につきましてご説明

をさせていただく機会をちょうだいしまして大変ありがとうございます。 

まず、説明に先立ちまして、今般の東京電力の不正問題に対しましては、柏崎市の皆様

に大変なご心配とご苦労をおかけいたしまして、大変申しわけなく思っております。私ど

もとしましても、昨年の法律改正などをいたしまして、こういった問題が二度と起こらな

いような再発防止対策を講じていく所存でございます。その一環としまして、今日ご説明

いたしますような維持基準を含めました各種の制度整備ということを取り組んでいきたい

と考えているところでございますのでよろしくお願いしたいと思っております。 

それで、今日は実はお手元に資料を２つ用意させていただいてございます。１時間程度

の時間をいただいてございますので、先ほど申しましたように今年の１０月から昨年の法

律改正に基づきまして、再発防止のための新しい施策を展開していくということをしてご

ざいます。維持基準はその中の一つではございますけれども、まずはちょっと全体の概要

をご説明させていただいて、その中で維持基準はどういう位置づけであるかといったとこ

ろからまずご説明をさせていただければというふうに思っております。資料の方はカラー

の方の資料を用意してございますので、まずそちらの方からごらんをいただければと思っ

ております。 

まず、今回の原子力発電所の問題の関係でございますが、これは既に皆様ご案内のとお

りの点でございますけれども、今回の不正問題の背景としまして、事業者の問題、それか

ら国・事業者に共通する問題、それから国の問題といった点でいろいろな各種の問題がご

ざいました。特に事業者の方は、こういう独善的な判断をして原子力部門以外の監査が及

ばないといった品質保証体制がきちっと及んでいないといったような大きな問題がござい

ましたし、それから国の方の問題としましては、今回の問題の発端となりましたいわゆる

自主点検、これについての位置づけが不明確。すなわち、これは事業者の自主的な取り組

みにゆだねておりまして、国の法制度の中で、きちっとした位置づけがなかったといった

ようなところがございました。それから、今日ご説明いたしますように、設備にひび割れ

などき裂などがあった場合についての取り扱い方法について不明確であったと、ルールが

明確でなかった等々の問題がございました。 

こういう問題を踏まえまして、こういう問題を二度と起こさないための再発防止対策と

しまして、昨年、電気事業法とか、原子炉等規制法という関係の法律を改正いたしまして、

再発防止対策にきちっと取り組んでいったこと。それから、個別のプラントは一部とまっ

ているものがあり、それについて、ひびがあったものについては個々に安全性を確認した
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上で再起動させていただいているという状況でございますが、そういう安全性の確認をき

ちっとやっていくと、こういうような取り組みの中で皆様の信頼の回復に取り組んでいき

たいと、こういうふうに考えているところでございます。 

次に、今回の１０月から施行になります幾つかの対策を列挙してございます。逐一申し

上げますと大変時間がかかりますので、ここに書いてございますように、品質保証の体制

から新しい各種の制度導入、そして広報の強化と大きく９項目の項目につきまして、これ

から対策の評価をしてまいりたいというふうに考えております。 

次のページに全体のこの対策の概要を簡単に書いてございます。左側を見ていただきま

すと、現行の制度ということで、私ども原子力安全・保安院が事業者の原子力発電所の安

全を確認するために、使用前検査とか定期検査と呼ばれるように、こういう検査という手

法を用いまして安全を確認するということを従来やっておったわけでございますが、今回

の不正問題が発覚をしたしまして、ここに書いてございます事業者側の問題として独善的

な判断が慣習化していた。あるいは品質保証体制が不十分と。それから点検記録が改ざん

されたということで、そういう記録の保存とか、そういったものが十分でなかったといっ

た点。それから、国側もこういう事業者の不正を許すような制度上の不備があったといっ

たような問題でございます。 

そのために今回の法律改正に基づきまして、今年の１０月からスタートいたしますのが

右側の図でございます。ちょっとごちゃごちゃして大変見にくいのですが、特に右側の事

業者の欄を見ていただきますと、従来、自主点検で行われておりました検査を法律上の検

査として定期事業者検査という名前で事業者にその実施を義務づけるという形にしており

ます。この検査の方法など、やり方についても一定のやり方を示して、それにのっとって

行うということが明確にルールとして決めてまいります。その中で、ひび割れなどが発見

されますと、その健全性を評価するということも法律上の義務として課しているところで

ございます。また、そういう検査の結果についても、これを記録し保存をすると、こうい

う義務づけを行っております。仮に、これにもし不正などがありましたら、罰則の対象に

なるというような形で不正の防止を実施することにしてございます。 

そして、こういう事業者の検査、事業者が検査を実施してまいりますけれども、その検

査のやり方が適切であるかということで下の方の欄に事業者検査体制の審査というのがご

ざいますが、その下に原子力安全基盤機構というのが書いてございますけれども、これは

実は今年の１０月に発足をいたします新たな独立行政法人、こういう検査関係などの専門

家集団の組織を新たにつくるわけでございますが、ここが事業者の検査のやり方、方法が

適切であるか、体制がきちっと行われているかどうかといったことを審査をするというよ

うな形で事業者の体制を確保してまいります。 

それから、もう一度事業者の欄を見ていただきますと、品質保証体制あるいは保守管理

活動といったものが書いてございますが、これは法律上の保安規定というものがございま

す。これは事業者が保安規定を策定をいたしまして、国が認可をすると。事業者はこの保

安規定に書いてあるとおりのことを遵守をすると。もし保安規定違反がありますと、原子

炉の停止処分といったような厳しい処分が下るということになるわけでありますが、そう

いう保安規定の中に事業者の品質保証体制をきちっとつくること、それから保守管理活動

をきちっと行う体制をつくること、こういったことも保安規定の中に明確をいたしまして、
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それを上の矢印大きく保安検査と書いてございますが、保安検査官事務所の検査官がこの

品質保証体制、保守管理活動の体制がきちっと行われているかどうかということを保安検

査を通じまして確認をすると、こういう体制を新たにつくるところでございます。 

それで、従来から行っております使用前検査とか定期検査、これは設備の安全性がちゃ

んと保たれているかどうかという、どちらかというとハードの検査ということになるわけ

でありますが、これについても従来のやり方を定型的なものだけではなくて、その結果だ

けを見るんではなくて、例えば抜き打ち的な手法を用いるとか、あるいは検査の結果のプ

ロセスに立ち返って、その適切さを確認すると、こういった運用面での改善も行っていき

たいというふうに考えております。こういうことを通じまして、事業者がきちっとした設

備の点検を行うという体制をつくり、それをきちっと行われているかどうかということを

国がきちっとチェックをしていくと、こういう体制を新たにつくるというものでございま

す。 

  それから、次のページでございますが、今日はちょっと余り深く入りませんけれども、

簡単にご紹介しますと、まず最初が品質保証体制、保守管理活動の確立ということでござ

います。先ほど言いましたように、品質保証体制というのは、ここに書いてありますよう

に、事業者の保安活動の品質を保証していく体制をつくるということであります。通常、

品質保証といいますと物づくりということが多いんですが、ここではそういう物という目

に見えるものではなくて、保安活動という、そういう活動自身の品質を高めていくと、こ

ういう仕組みを入れていくということでございます。具体的には２つ目の丸にありますよ

うに、品質保証の国際規格でありますＩＳＯ９００１という規格がございますが、これを

ベースとしました民間規格をつくりまして、これにのっとるような形で事業者に品質保証

体制をつくらせる。具体的には、その下の③に書いてございますように、保守活動に関す

る計画を立案し、それを実施し、その結果を評価し、改善すべき点があれば改善をしてく

と。プラン・ドゥ・チェック・アクション、ＰＤＣＡと呼んでおりますけれども、ＰＤＣ

Ａサイクルと呼んでおりますけれども、こういうような取り組みを促すことによって、保

安活動の品質をきちっと保証していくと、こういう仕組みを導入するものでございます。

このＰＤＣＡという考え方は、まさに物づくりで行われている考え方がございますが、こ

れは保安活動という観点からも導入いたしまして、同様の品質保証体制とつくっていくと

いったものでございます。 

それから、右側の保守管理活動の確立というのは、こういう品質保証体制のもとで実際

には保守管理活動が行われるわけですが、この保守管理の行う体制についてもきちっと保

安規定の中で明確にしていくというものでございます。具体的内容は、真ん中にあります

ように、保守管理の方針とか目標を設定をして、あるいはどういった機器を対象とするの

かという範囲を設定し、そしてこの保守を行います保全プログラム、この中身は先ほどの

ＰＤＣＡというサイクルと同様の内容になってくるわけでありますけれども、そういった

プログラムを策定し、それを実施、評価をする。そして、不適合などの問題点があればそ

れを是正をしていくと。こういったような取り組みを継続的にやっていくということを規

定しようというものでございます。こういう形で保守管理活動の体制を整備をするといっ

たものでございます。 

  それから、次のページが「定期事業者検査制度の導入」と書いてございます。今般の不
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正問題の一つの背景にありました自主点検を法制度化したというものでございます。左側

を見ていただきますと、これは現行の法律の改正前の状況でございます。事業者に対しま

しては、上に「技術基準維持義務」と書いてございますけれども、これは安全上の基準と

しまして技術基準というものがございます。これに適合するよう事業者は設備を維持する

ということが法律上の義務として課せられておりますが、そのためにどういう点検をやる

かといったことについては、これは任意に任されておりました。そして、国はこの中でも

特に重要な設備について定期検査ということで検査をしていたと、こういう状況だったわ

けでございます。それを今回の改正によりまして、技術基準の維持義務、これ自身は変わ

りませんが、この技術基準に適合するための検査としまして、定期事業者検査といったも

のを法律上の行為として義務づけをするものでございます。すなわち、事業者は技術基準

に適合するように定期事業者検査を実施しなければならないと、こういうことでございま

す。 

  そして、その検査の結果は、当然のことながら記録し保存をするという義務を課してま

いりますし、検査の際にひび割れなどがあった場合の健全性評価、これは維持基準のこと

でございますが、こういう評価を行うといったことも仕組みとして導入してございます。

それから、先ほど言いましたように、定期事業者検査の体制、事業者の体制についてもこ

の欄の右側を見ていただきますと先ほど言いました独立行政法人原子力安全基盤機構とい

ったところが、定期事業者検査の実施体制が適切なものかどうかといったことを審査をす

る。これは上に「定期安全管理審査」というような法律上の名前でございますけれども書

いてございますが、こういう形で実施体制をチェックをしていくという体制を新たに導入

するところでございます。 

  さらに従来の定期検査、これはハードの設備の検査ということで引き続き私ども原子力

安全・保安院それから独立行政法人原子力安全基盤機構も一部これを分担をいたしますけ

れども、そういう形でハードとソフトの両方で安全確保を図っていくと、こういう体制を

構築しようとするものでございます。 

  それから、次に「健全性評価の導入」と書いてございます。これがいわゆる維持基準と

呼ばれるものでございます。これは先ほど申しました定期事業者検査といった中で、設備

の点検を事業者が行いますが、その際にき裂とかひび割れといったものが発見された場合

には、その健全性を評価するといったことを法律上の義務として課すものでございます。

ルールとして明確化したということでございます。詳細は、またもう一つの資料でご紹介

いたしますけれども、対象といたします設備は、原子炉設備で最も重要な機器でございま

す「圧力バウンダリ」と書いておりますが、これは実際には圧力容器とか再循環器系配管

とかそういったもの、それから炉心シュラウドと、これを対象とすることにしているとこ

ろでございます。 

  それから、この評価の方法につきましては、国が詳細なものを決めるというのではなく

て、学会などが策定いたしました維持規格というものが実は民間規格あるわけでございま

すが、これの妥当性を評価をした上で、これを基準として活用すると、こういう仕組みの

ものでございます。 

さて、実際のやり方は、ここに書いてございますように、検査の際にき裂、ひび割れな

どが発見されます。そうしますと、これの健全性を評価をするということで、第１段階と
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してまずき裂のモデル化をいたします。そして、これが一定の大きさ以下であれば安全上

問題がないという判断ができますので、下の欄でございますが、基準寸法以下のものにつ

いては継続使用が可能になってまいります。これを超える大きなき裂になってまいります

と、今度はき裂の進展を予測します。５年とか１０年とかといったような一定の期間にど

れぐらいき裂が大きくなるかといったことを予測をいたします。そして、予測をしました

ひび割れあるいはき裂が、この設備の許容基準、要は一定以上のき裂がありますと設備の

構造健全性が維持できなくなるといったようなき裂の大きさが工学的に求まりますけれど

も、そういう許容基準と比較をいたしまして、これをよりか小さければ継続使用が可能で

ありますが、一定期間後に不適合というふうになる場合につきましては、不適合となる前

にき裂の補修をすると、こういったことをルールとして定めるものでございます。すなわ

ち、これはき裂があった場合についての取り扱い、判断基準といったものを客観的な基準

として整備をいたしまして、これに基づいて事業者が評価をすると、こういう仕組みを導

入するものでございます。もちろん詳細はまた後ほどご説明をいたします。 

それから４番目が「工事計画の認可対象の明確化」と、これまた法律用語で大変難しい

言葉ですが、工事計画といいますのは、原子力発電設備の新たに設備をつくったりあるい

は修理をしたり取りかえをするといったときに、国に対しまして工事の内容の計画書を認

可あるいは届け出という形で申請をしてもらいまして、それを国が審査をして妥当性をチ

ェックをすると、こういう仕組みでございます。今回の不正問題の一つの背景に、どうい

ったものを国に届けるのか、あるいは届け出あるいは認可が要らないのかといったことが

やや不明確だったといった点がございました。したがいまして、今回の制度改正におきま

しては、工事計画の具体的な対象範囲を明確にするということで、ここに書いてあります

改造とはどういうことなのか、修理というのはどういうことなのかといったような定義を

明確にいたしまして、これに該当するものはきちっと届け出の対象あるいは認可の申請を

してもらうと、こういうことの運用を明確にするものでございます。 

それから５番目が、「事故・トラブル報告基準の明確化」ということでございます。設

備にトラブルあるいは事故などがありましたら国に報告をするといったことが制度として

あるわけでありますが、従来の運用としまして、トラブルなのかトラブルでないのかとい

ったようなことがやや不明確な点がございました。特に私どものトラブルの報告基準とい

うのは、法律に基づきます法律基準、それから運用通達でやっておりました通達基準と、

こういう２段階に分かれておりました。なおかつ、その通達の内容も、例えばひび割れが

あった場合、それをそのまま運転した場合、問題があるかどうかというような大変よくわ

からないような規定ぶりをしていた点がございました。したがいまして、今回は、事故・

トラブル報告基準としましてどういった場合について報告をするのか、あるいはしなくて

もいいのかといったことの判断基準をより明確化するといったことにしたわけでございま

す。例えば、先ほどのひび割れのようなところでありましたら、（２）の原子炉施設の故

障というように書いてございますけれども、安全上重要な機器について機能を維持するた

め必要な構造あるいは強度、こういったものが尺度を用いまして判断をするというような

形で基準の明確化をしたというところでございます。 

それから、次、６番目が「軽微な事象を含めた情報収集・提供体制の整備」ということ

でございます。先ほど、事故・トラブル報告基準の明確化ということで一定のところで実
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は線を引くという形になってまいります。そういう基準以上、基準に当然該当するものは

国に報告するということが法律の義務として課せられるわけですが、それ未満の非常に軽

微な事象、トラブルというのかどうかちょっと問題がありますけれども、そういったもの

については、国に報告がなされないという格好になってまいります。したがって、これに

ついては、事業者はこういった軽微な事象であっても、まずそういう事象、先ほどの事

故・トラブル報告も含めまして、情報をまず収集する体制をつくり、それを公開をしてい

くと、こういうような仕組みを設けていきたいと思っております。特に、こういう軽微な

事象というのは、直ちにトラブルということではもちろんないわけでありますが、そうい

う情報を共有いたしまして、大学とかメーカーとか研究機関とか、いろいろなところで情

報共有を行いまして、新たなトラブルの予兆になるかもしれないという事象もあり得ます

ので、そういった対策に役立てていくために情報の共有化をきちっとやっていくというよ

うな仕組みをつくっていきたいというふうに考えております。 

それからもう一つ７番目、「定期安全レビューの法定化」といったものでございます。

この定期安全レビューというのは、従来１０年ごとに原子力発電所の安全性について総合

的にチェックをするということでレビューを定期的にやっておったわけでございます。こ

れは、私ども国の行政主導のもとで行われていたといった点がございました。これは、今

回、この定期安全レビューをきちっと法律に基づく制度として位置づけをしていこうとい

うことで法定化をいたします。具体的には原子炉等規制法の中で保安規定の中にこの定期

安全レビューを事業者が実施していくというところを規定をするということでございます。

すなわち、こういう定期安全レビューはやってもやらなくてもいいということではなくて、

法律に基づく事業者の責務として実施をしていくと、こういうような位置づけに変更する

ものでございます。 

それから次に８番目に、「安全規制体制の強化」といった点でございます。先ほど冒頭

で申しましたように、今年の１０月に独立行政法人原子力安全基盤機構といった組織が新

たに設立されます。これはどういう組織かといいますと、まず左側、現行のところを見て

いただきますと、国の検査とかあるいは各種の研究開発というのは、国がもちろんやって

いる部分と、それを下に書いてございます公益法人、現状の原子力発電技術機構とか発電

設備技術検査協会と、こういったような団体に委託をする、あるいは検査を委任をすると

いうような形で実施をしていたわけでございます。今般、この独立行政法人は、こういう

公益法人にゆだねたものをすべて独立行政法人業務として統一をいたしまして、専門家集

団による体制のもとできちっと実施をしていくと、こういう体制に改めていくというもの

でございます。これは、今般の不正問題というよりも、公益法人改革の中での位置づけと

いうことで実はこういう体制をつくるというものでございます。したがいまして、これか

らの検査につきましては、公益法人ではなく、独立行政法人が中心となって実施をしてい

くというものでございます。 

それから、もう一つは、安全規制体制のダブルチェックといった点でございます。ご案

内のとおり、私ども原子力安全・保安院は、事業者に対して直接的な規制を行います。こ

れは一次規制というふうに呼んでおるわけでございますが、こういう一次規制庁が行って

おります規制内容が適切なものかどうかをチェックをするという立場で、原子力安全委員

会といった組織がございます。私どもの実施状況をチェックするというのを二次規制とい
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うふうに呼んでおります。こういう１段階、２段階の規制を行うということでダブルチェ

ックという言い方をしているわけでございますが、昨年の法律改正によりましてダブルチ

ェックの機能をさらに強化するということを実施いたしました。 

一つは、私どもが実施しております規制の状況につきまして、原子力安全委員会に四半

期ごとに報告をするといったことを法律上の義務として課したものでございます。その上

で、原子力安全委員会は、原子力安全・保安院などから報告を受けた事項について、内容

によっては勧告をするといったような権限を与えられたものでございます。さらに原子力

安全委員会は、原子力安全・保安院などの一次規制庁の規制の実施状況をきちっと把握す

るために、事業者に対して直接調査を行うといったことも可能になりました。これは従来

は、一次規制庁から情報をとるということしかなかったわけでございますが、原子力安全

委員会が規制の実施状況を直接見るということも法律の制度として可能にしたものでござ

います。 

それから、もう一つは安全規制の具体的な組織面での強化ということでございます。原

子力安全委員会、ダブルチェックをする体制ということでございますが、これはご案内の

とおり２００１年の省庁再編によりまして内閣府の方にこの組織が位置づけをされたわけ

でございますが、その体制も従来の２０名といったところから現在１００名というところ

に大幅に強化されております。それから、私ども原子力安全・保安院につきましても、従

来１４０名だったところについては、約３００名の人員を抱えるようにいたしました。特

にご案内のとおり、各プラントごとに保安検査官事務所という形で常駐の検査官、全国で

約１００名ほどおりますけれども、そういった体制もつくっているところでございます。

それから、もう一つは、検査などあるいは各種の実証試験などを行います体制として、従

来３つの公益法人に分散しておりましたものを独立行政法人原子力安全基盤機構という形

で約４２０名の体制、これは今年の１０月１日から発足するわけでございますが、こうい

う体制で実施をしていくということで、安全委員会それから保安院、そして安全基盤機構

と、こういうような３つの体制でもってきちっとした安全規制を実施していくという体制

をつくり上げていきたいと考えているところでございます。 

最後に、こういう安全規制の実施状況につきまして、安全を確保し、そして皆様の信頼、

すなわち安心を得るといったためには、私どもがやっております安全規制の状況につきま

してきちっと広報し、そして評価をいただくと、こういうようなことが大変重要だと思っ

ております。ここに書いてございますように、これからいろいろ手探りの面もあるのかも

しれませんが、各種の広報をきちっとやっていくというようなこと、それから私どもが実

施しております行政の評価をしていくシステムを導入していくようなこと、プレス・広報

を重視するようなこと、こういったようなことで広報・評価活動をきちっと強化をしてい

きたいといった点でございます。 

それで、以上が今般の今年の１０月から制度改正によりまして対策を強化するといった

全般的な内容でございます。 

続きまして、今日の本題でございます維持基準につきましてご説明をさせていただきた

いと思います。もう一つのカラーでない「原子力発電所の検査と健全性評価に関する制度

整備について」という資料でご説明をさせていただきたいと思います。 

まず、今回の維持基準、私どもは健全性評価という言い方をしてございますが、これの
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考え方ということでございます。これはここに書いてございますように、健全性評価をす

るということは、原子力発電設備にひび割れなどのき裂が生じた場合に、その設備の構造

健全性を評価するためのルールをつくるものと、こういう位置づけのものでございます。

制度的には、昨年の１２月の電気事業法の改正によりまして先ほど申しました定期事業者

検査ということで定期に原子力発電設備の検査を行うということと、その検査におきまし

てき裂が発見された場合には設備の構造上の健全性を評価をすると、こういった点を事業

者に義務づけをしたものでございます。そして、これは今年の１０月１日から施行すると、

こういう準備をしているものでございます。 

それで、具体的な健全性評価の考え方といったものでございます。ちょっと下の方が大

変小さい字で申しわけございませんが、まずこの上のグラフを見ていただきますと、まず

縦軸に強度と書いてございます。これは設備の持っている強度とお考えください。上に行

くほど強度が強いといったことになります。そして横軸は時間と書いてございますが、こ

れは一番左のゼロのところが運転を開始した直後ということで、時間とともに、時間が右

側に経過をしていくと、こういうことでございます。 

それで、この中に２つの点線が書いてございます。一つは、破壊限界という点でござい

ます。原子力発電設備は、中にいろいろな設備を動かしますので、いろいろな機械的な強

度がかかってまいります。あるいは、地震によりまして大きな力が当然加わってまいりま

す。そういう外からかかります力を私ども荷重と呼んでおりますが、その荷重が一定の大

きさを超えますと設備が壊れてしまいます。壊れてしまいます限界を破壊限界と呼んでお

ります。これに対しまして、安全上の水準、これは技術基準その他でいろいろなところで

決まっているわけでございますが、破壊限界に対して一定の裕度を持つ形で安全水準とい

うのが設定をされているところでございます。すなわち、安全水準を下回ってはいけない

ということでございます。したがって、設備は、安全水準を超える強度を常に持っていな

くていけないと、こういうことになってくるわけでございます。 

通常、設備を実際に設計をして建設する場合には、安全水準よりも一定の裕度、これは

事業者によっていろいろな設計者によって異なってまいりますが、一番左側に設計強度と

丸で囲ってございますが、実際の設備は安全水準をはるかに高いところで設計強度が設定

されて、実際にものがつくられております。それが時間がたってまいりますと、例えばき

裂が生じたりいたします。ひび割れが生じますと、この設備の強度自身がだんだん低下を

してまいります。低下をするというのは、き裂がだんだん大きくなってくるということで

ございます。 

それで、例えば手前の方、き裂がどんどん大きくなることによって強度がどんどん下が

ってくるといったような事態をお考えいただければと思います。それで、曲線が２つござ

いますけれども、下のき裂（大）と書いてあるところに丸印書いてございます。これが例

えば今現状がき裂がどんどん大きくなって強度がここまで低下をしましたといったような

状況だというふうにお考えください。あるいは、右側の曲線は、比較的小さいき裂でそれ

が大きくはなってきますけれども、もう少し上の方にあるといったようなところとお考え

ください。それで、ある検査の段階で大きなき裂、小さなき裂がそれぞれ発見されました

といった場合、強度というのを見ていただくと、こういう形で最初の設計強度から比べま

すと若干低下をしているという状況になってまいります。それで、健全性評価は、こうい

－１０－ 



うき裂が見つかった場合、これが将来どの程度このき裂がまず大きくなるのかと、き裂の

進展と呼んでおりますけれども、き裂が例えば５年間で何ミリ大きくなるのかといったよ

うなことを予測をいたします。当然、き裂が大きくなりますと、その設備の強度は下がっ

てまいります。左側のき裂（大）というところを見ていただいて、進展予測をいたします

と、安全水準といったもののところの点線を下回るような事態になってきますと、これは

安全水準を満たさないということになってまいります。例えば、これが５年後にこういう

二重丸のところに来るといったようなことになった場合、５年後には安全水準を満たさな

いということになりますので、この安全水準を割る前に補修・取りかえを行うと、こうい

うことを判断するものでございます。 

それから、右側の方は逆にき裂が比較的小さくて、その進展もややゆっくりということ

で、例えば５年後、１０年後を想定しても安全水準に対してまだ余裕がありますといった

状況でございます。こういう場合は、予測をしたまでの期間は安全水準を上回っておりま

すので、その期間は継続使用が可能になると、こういう判断をするということでございま

す。すなわち、維持基準は、こういう進展を予測するということと、それから安全水準と

比較していつ補修・取りかえ、あるいは継続運転が可能なのかといったことを定量的に評

価をすると、こういう手法のものでございます。 

それで次のページを見ていただきますと、現行とそれから今回の健全性評価の方法を入

れるとどう変わってくるのかといったことでございます。現行の方法につきましては、構

造強度については安全水準のみが規定をされておりますけれども、それで具体的にき裂が

例えば５年後、１０年後、どのような形で進展をするのかといった方法が定まっておりま

せんので、もし評価をするならば事業者が独自の方法で評価、判断をするという格好にな

ります。そして、こういう独自の方法でございますので、進展の予測の方法とか、評価の

方法、あるいは補修・取りかえをいつやるのかといったことがなかなか明確になりません。

したがって、規制当局はそういう評価結果を個別に１個１件、確認をすると、こういうよ

うなことになってくるわけでございます。 

それに対しまして、健全性評価の制度を導入してまいりますと、まず先ほど言いました

ようなき裂の進展を予測すること、それを評価をするといったことのやり方を定量的に評

価する仕組みを導入をいたします。すなわちやり方が客観的に明確になるということであ

ります。そして、構造健全性を満たす、先ほど安全水準というようなことを申しましたが、

そういったところを満たすものなのかどうか、そういったことを科学的・合理的な方法で

評価することが可能になります。そして、これをきちっとした明確なルールで行うという

形になりますので、恣意的な要素が排除されます。したがって、そういう意味での明確な

ルールのもとで明確に決定することができるといったことがございます。そして、規制当

局、私どもはそういう明確な評価手法のもとで事業者がやっていることがきちっと適切で

あるかどうかを確認をすると、こういう形でございます。 

すなわち、健全性評価の制度を入れるということは、ひび割れの進展なり予測などにつ

いてきちっと定量的に客観的な方法をまず用意をして、そういう明確なルールのもとで判

断をすると、こういう透明性といいますか、客観性といいますか、そういったものを明確

にするというのが大きなねらいでございます。 

それでちょっと具体例をお示しをしたいと思います。５ページ目の例は、シュラウドに
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おけます健全性評価の例ということで、これは私ども保安院の中にございます健全性評価

小委員会という委員会の中で個別のシュラウドの今評価を順次行っておりますが、そこで

のやり方を簡単に書いてございます。やり方は、一番下にドーナツのような絵が書いてご

ざいます。これは一番外側に①と書いてございますように、実際にき裂が発生している部

分が仮にこういう形で分布しているといったことでございます。それで、まずこのき裂、

いろんな形がありますので、これをモデル化をするということで、ここでは平均的な深さ

のき裂がシュラウドの全周にあるというふうに仮定をいたします。これは、全周にあると

いうことは、き裂がないところにもき裂があるというような形をとりますので、平均的な

値でとるにせよ、これはないところにもき裂があるという仮定を置きますので、ある意味

では、保守的なモデルというふうに言えると思います。そして、これが今の現状、赤いと

ころが現状こういうひび割れがあるというふうに想定をいたします。そして、このひび割

れのある部分が今度はドーナツの内側にどんどん広がっていくといったことを予測をいた

します。これをひびの進展予測と呼んでおります。さらに内側にメッシュで書いてある部

分がございますが、③と書いてあります。強度を確保するために必要な面積と書いてござ

いますが、これはシュラウドの上からの断面がございますけれども、このメッシュみたい

になっている部分の面積、これがないとシュラウドは構造健全性を維持できないという必

要な面積でございます。したがいまして、これを割り込みますとシュラウドの健全性が維

持できなくなると、こういうふうになってまいります。それで、ここでは最初に想定しま

した①にあります赤い円のき裂の部分が、例えば５年間にどの程度内側に進んでいくかと

いったことを想定をいたします。その結果、メッシュで書いてあります必要な面積を割り

込むことがあるかどうかといったところが判断基準になってまいります。そして、この手

前にあるんでしたら５年間は大丈夫、これを割り込むようでしたら修理・取りかえが必要

だと、こういうふうになってくるものでございます。 

それで、実際の評価の例をちょっと書いてございます。これはちょっとなかなかスライ

ドですと字が見にくくて大変恐縮でございます。左側はシュラウドの左側は断面でござい

ます。今度は縦に切った断面でございますけれども、かぎの手みたいになっておりますが、

この右側にき裂ということが小さい字でちょっと申しわけありませんが、ここにき裂が内

側にどんどん進展していくというようなことで考えていただけると思います。右側の図は、

このき裂がどの程度大きくなるかというのを予測をしたものでございます。下側の目盛り

を見ていただきますと、「現在」といったところ、これは現在、ひびが測定されている部

分でございます。これが５年後どの程度大きくなるかといったことの進展を予測をします。

これは縦軸がひび割れの深さ、横軸が時間でございます。時間がたってくるとひびの深さ

がどんどんどんどん大きくなってくるという形をとってまいります。右の上に①としまし

て「必要残存面積のき裂の深さ」と書いてございますが、これが必要最小断面積から出て

まいりますき裂の深さ、これ以上深くなっては困るといった部分でございます。皆様のは

ちょっと私の手違いで数字が実は抜けておりまして、①の必要残存面積のき裂深さの部分

ですが、この面積はちょっと数字で申し上げますと９．５×１０の４乗平方ミリメートル

という面積の大きさになってまいります。このときのき裂の深さが４５ミリというふうに

なってまいります。それで次に③のところ、ちょっと順番逆になってまいりますが、５年

後のところの残存面積が４．６×１０の５乗平方ミリメートルになってございます。現在

－１２－ 



のところが７．１×１０の５乗平方ミリメートルになっております。これはき裂がどんど

んひびの深さが大きくなってまいりますと、残存面積がどんどん小さくなってくるという

ことであります。現状は７．１、５年後には４．６、そして必要な面積は９．５×１０の

４乗と書きましたので、同じように５乗でいえば０．９５という意味ですね。４．５に対

して０．９５あればいいと、こういうことになってくるわけであります。それで、これを

見ていただくと、５年後のところに対して必要な残存面積はまだ十分あるなといったこと

が判断できてまいります。そうしますと、５年間は運転しても大丈夫と、こういう判断に

なります。こういう曲線は、き裂にかかります力の大きさによっていろんな形状が変わっ

てまいります。今日お持ちしましたのは、たまたま横に寝ているような図でございますけ

れども、場所によっては横に寝るのではなくて、どんどん右上がりでき裂が大きくなって、

必要残存面積がある時期で割り込むといったようなケースも当然出てまいります。そうい

う場合は、当然、そういうことになる前に修理をするということが必要になってくるとい

うものでございます。 

以上が健全性評価の大まかな概念をちょっと説明いたしましたが、もう少し制度面に即

しましてご説明をしたいと思います。まず、健全性評価といいますのは、単にひびの評価

をするということだけではありませんで、その前提として、まず検査をきちっと行うこと、

供用期間中に行う検査と書いていますが、要は運転中に行う検査として、き裂があるのか

どうか、そしてその大きさはどうかといったことをまず検査をいたします。そのひびに対

して、き裂がどの程度大きくなるかということを進展予測して、破壊評価というのは、先

ほどの安全水準の比較という意味でありますけれども、そういう評価をいたします。満た

さない場合は、補修が当然必要になってまいりますし、満たす場合には一番下の継続運転

可能と、こういうような流れになってくるものでございます。 

それで、法律上の制度は、先ほどの検査・評価といった流れがございますけれども、そ

れぞれ定期事業者検査という形で法律上の義務づけをいたします。それから、評価につき

ましては、健全性の評価ということで法律の義務づけをいたします。そして、その具体的

なやり方は、学会、ここでは日本機会学会と書いてございますが、機会学会が策定しまし

た維持規格というのがあるんですけれども、これを活用するという仕組みでございます。 

９ページ目以降は定期事業者検査の具体的な内容でございますが、ちょっと時間の関係

もございますので検査の関係はちょっと飛ばさせていただきます。 

申しわけございませんが１６ページ目にもう一度健全性評価制度というところが出てま

いります。健全性評価制度、これをもう少し専門的なところになってまいりますけど詳し

く見てまいりますと、実はこういう流れになっております。１６ページをお開きいただけ

れば。 

まず、左の上からスタートしてまいります。定期事業者検査ということで事業者が毎年

検査をいたします。そこで欠陥、要はひび割れが見つかります。そのひび割れが見つかっ

た、これはいろんな形がございますので、これをモデル化をいたします。モデル化した場

合に、まず第１段階の評価として、一定の大きさ以下であるかどうかという評価をいたし

ます。これを評価不要欠陥というふうに呼んでおります。以下のものであれば継続運転可

能でございますが、これを超える大きなき裂については、さらに欠陥の進展予測をいたし

ます。そして、例えば５年とか１０年後の欠陥の大きさが許容基準と比べまして基準を満
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足するのであれば継続運転可能でありますが、基準を満たさない場合は補修・取りかえが

必要だと、こういう２段階の評価を実はやることになっております。 

それで、具体的な仕組みは１７ページでございます。次の「健全性評価制度（２）」と

いう方で、今回の健全性評価制度の対象といたします設備は、「原子炉冷却材圧力バウン

ダリ」と書いてございますが、これは先ほど言いましたように、原子炉の圧力容器、それ

から再循環系配管と、こういったものが対象になります。ただし、皆様ご案内のように、

再循環系配管のうちＳＵＳ３１６といった材料を用いた再循環系配管があるわけでありま

すが、実はＳＵＳ３１６を用いた再循環系配管につきましては、検査の精度が確認ができ

ていないという状況でございます。現在今、私ども保安院の方でこの精度を確認するため

の改良された検査の方法についての信頼性の検証を今行っているところでございますが、

それが確認できるまでは、健全性評価維持基準の対象から外すというふうにしているとこ

ろでございます。それから、もう一つ対象設備としましては炉心シュラウドといったもの

でございます。 

それから、評価の方法は、先ほど言いました機会学会の維持規格といったものを活用い

たします。 

それから、判断基準に、この技術基準の中に破壊を引き起こすき裂があってはならない

というような趣旨のことを規定をいたしまして、具体的な判断基準は、維持規格の許容基

準といったものを活用いたします。 

そして、評価の結果については、事業者は記録し保存をするという義務づけがなされま

す。そして、その結果についても国に報告をすると、こういうことも義務づけされるとい

うものでございます。 

それで、具体的な維持基準の中身でございますけど、今回、健全性評価、維持基準の具

体的なものとしましては、機械学会の維持規格というものを活用することにしてございま

す。実は、この規格はアメリカの機械学会、ＡＳＭＥと呼んでおりますけれども、そこで

策定されています同様な規格がありまして、ＡＳＭＥのコードセクション・イレブン、第

１１章という意味でありますが、ここで検査と評価に関する規格が制定されておりますけ

れども、実はこれを基礎として日本の機械学会が規格をつくったといったものでございま

す。これは２０００年に策定されているものでございます。私どもとしては、これを適切

なものかということをきちっと技術的な評価をした上で活用するというものでございます。

内容は、ちょっと細かくなりますが、こういう容器、配管のたぐいを対象にしているもの

でございます。 

それから次に、この規格の内容でございますが、先ほど言いましたように第１段階、一

定のき裂以下のものかどうかということを評価をするということ。さらにそれを超えるも

のについては進展予測をするという第２段階の評価をすると、こういう構成になっている

ものでございます。 

それから、き裂の進展の予測の方法ですけれども、き裂もいろんな種類がございます。

疲労き裂ということで、力が加わることによってひびがどんどん大きくなってくるような

もの、それから応力腐食割れといって、これは力もありますけれども、腐食ということで、

一種のさびと考えていただいていいのかもしれませんが、一種の化学的な反応も含めた割

れが応力腐食割れと、今、シュラウドとか再循環器系配管破壊、問題になっているのはま
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さにこれでございますけれども、こういったものについての進展の予測の方法がございま

す。こういったものが規定をされてございます。 

それから、判断基準として破壊評価といったことが書いてございますが、この際に荷重

としましていろんな力を当然想定してございます。設備を動かす際に発生しますいろんな

荷重を想定しますが、特に地震の荷重、これは設計時に地震でＳ１、Ｓ２という言葉をお

聞きになられたかどうかわかりませんが、その発電所で想定される最も強い地震、Ｓ１、

Ｓ２と呼ばれる地震動がありますけど、これを破壊評価、許容基準の中でも用いて方法を

規定をしてございます。やり方は、容器とか配管によっては少し異なりますけれども、こ

ういう荷重条件のもとでき裂に対する評価をきちっと行うということでございます。 

それで、次のページでございますが、私ども、この機械学会の規格が本当に技術的に妥

当かどうかといったことについては、私ども国の委員会で技術的な妥当性をきちっと評価

をしているところでございます。結果としては、妥当であるというふうに結論づけており

ますが、ただ、この規格をそのまま適用するのではなくて、一定の要件を付することも考

えております。その要件としましては、その下に書いてございますように、やはり健全性

評価、維持基準を適用する際には、検査がきちっと行われることが大前提でございますの

で、その検査方法、あるいは能力のある検査員によって実施をするといったようなこと。

それからＳＵＳ３１６材は、先ほど言いましたように、信頼性が確認するまで適用しない

ということ。それから、検査のやり方としましては、欠陥が検出された場合には、追加的

な試験を実施するようなこと。それから、継続運転が可能となった場合については、その

まま放置すればいいということではありません。一定の期間ごとにひびの進展状況をきち

っと把握をするという継続検査と呼んでおりますが、例えば、今回５年間の場合でしたら

１年目、３年目、５年目とか、こういうような頻度で検査をいたしまして、進展の予測ど

おりかどうかいったことをきちっと評価をすると。そして、そういう検査の結果、評価の

前提条件が変わっていると、予想と外れたといった場合には、再評価を実施すると。こう

いうようなことを要件として付しまして実施をしていきたいというふうに考えているとこ

ろでございます。 

それで、最後のページは、これは余り健全性評価ということではございませんけれども、

全体の私どもの技術基準の体系を性能規定化という形で基本的事項のみを定めまして、具

体的方法は関係いたします学会の規格、これは学会の規格というのは我国の学術的な分野

のいろんな治験が集積してございます。それを活用するという形で常に最新の知見を反映

できるような形で適用していきたいというものでございます。したがいまして、先ほどの

維持基準につきましても学会で定期的な見直しが行われます。そしていろんな新しい知見

が出てまいりますので、その学会の規格が改定という形で最新知見が反映されてまいりま

す。それを国が活用するということで、常に安全規制の中に最新の知見が反映できるよう

な仕組みにしていきたいといった点でございます。 

以上、ちょっと若干長くなってしまいましたが、以上が健全性評価の考え方ということ

でご説明をさせていただいたものでございます。残りました時間でまた質疑をさせていた

だきたいと思っております。 

◎品田議長 

  どうもありがとうございました。時間が多分短かったんだろうと思います。説明する側
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にすればもうちょっとあれも言いたい、これも言いたいということもあったんだろうと思

うんですが、時間の関係もありますので１時間弱でございました。質疑に入ります前に、

ちょっと一言私の方から申し上げておきたいんですけれども、冒頭で柏崎市の皆さんに大

変ご迷惑をおかけしましたという言葉がありました。柏崎市刈羽郡の町村も含みます。刈

羽村、西山町もこのメンバーに入っておりますので、まずその自覚をひとつしていただき

たいなというふうにあえて苦言を呈させていただきたいと思いますが、それはそれといた

しまして、前段の方に今お聞きいただいた通りなんですけれども、１０月１日から新しい

制度といいますか、原子力安全行政の展開ということで、こういう点が変わりますよとい

うことで品質保証から独立法人の話からそれから軽微なトラブルがあったときの報告基準

というようなこととか、情報収集とか、９つぐらいあったと思うんですが、それの説明が

ありました。 

その中の一つが健全性評価、俗に維持基準ということであるわけです。私も今説明を聞

きまして、いろいろ質問したいなと、個人的にも質問したいなという部分があるわけです

けれども、半分わかって半分わからない部分もあります。多分、皆さんも似たりよったり

じゃないかと思いますので、冒頭申しましたように、これからの時間は直接、せっかくの

保安院の方お二人いらっしゃいますので、お二人に対して委員の皆さんから質問を受ける

という形にさせていただいた方が今日はいいのかなというふう思っております。皆さんで

議論をしてということの全体の前に、もう少し知りたいという部分があるかもしれません。

ご質問それからご意見も含めましていただきたいと思いますが、全体の話とそれから今日

テーマでやります維持基準と２つあるわけであるけれども、できれは維持基準ということ

にテーマをできるだけ絞りたいと思います。 

ただ、その前提として、前段の話についても当然関係する部分も出てくると思いますけ

れども、念頭に置いていただきたいのは、維持基準をまずメインにしてご質問、ご意見を

いただければというふうに思います。いかがでしょうか。浅賀さんですかね。 

◎浅賀委員 

  浅賀です。最初のページの３ページの健全性評価の考え方のページで、進展予測という

ところですが、普段、私、維持基準に非常に疑問を持っている一人ですけれども、この進

展予測というのは、緩やかな曲線に見えますけれども、なぜこのような緩やかな曲線なの

か、最後の方に行きまして２１ページになりまして、地震というお話が出てきましたけれ

ども、そういう地震とかそれから地盤とかを考えますと、簡単に５年間でこの緩やかな曲

線で済むのかどうか、その判断はどうなっているのか知りたいです。例えば、神戸のよう

な地震ですとか、新潟地震ですとか、そういうマグニュチュード幾つというような７．５

とか６とかいう強度であってもこのような緩やかな曲線で進んでいくわけはないと考えま

すが、そういうことまでも含めて、この進展予測がなされているのか、ひとつお願いしま

す。 

◎山本統括安全審査官 

  実際の進展予測の方は、３ページはやや模式的な図でございますが、実際の図は６ペー

ジの方をごらんいただければと思います。シュラウドのき裂進展予測の一例という形で示

させていただいております。これは、柏崎刈羽３号機の下部リングと呼んでおります。こ

れはシュラウドの一番下側にありますリングというのは輪っかという意味でございますけ
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れども、一番下側で溶接をしている部分があるわけですが、そこに実はひび割れが見つか

っております。それに対するき裂の進展予測をしたのがこの６ページの図でございます。

この図を見ていただくと、確かに最初、少し立ち上がりますが、その後緩やかな形になっ

てございます。 

それで、このき裂の進展を前提とする場合、どういう形で予測をしていくかというとこ

ろが課題になります。その方法は、先ほどの資料の２０ページをお開きいただければと思

います。「健全性評価制度（５）」と書いているところでございます。進展予測の方法と

いうことでございます。ここでき裂の種類が疲労き裂というものと、応力腐食割れという

ような形で書いてございます。今回、応力腐食割れということで実はこの進展の予測を柏

崎刈羽３号機については実施をいたしました。この応力腐食割れの進展予測値といいます

のは、単位時間当たりのき裂進展量と、それからこれにかかります力、今おっしゃいます

ような地震も含めました力との関係で関係式が与えられているものでございます。それで、

実はこのひびの進展に計算上一番効いてきますのは、この部分は実は溶接がされておりま

すので、溶接残留応力と呼んでおりますけれども、溶接した際に無理に金属で固着をいた

しますので、それで一種の引っ張る力がずっと継続的に生じるわけでございますが、実は

その力がトータル的に時間の概念を導入いたしますと一番大きな力になってまいります。

そういう関係で、この溶接の応力が支配的な形でこういうカーブが実は描かれております。 

おっしゃるように、地震についてもこういう何回地震が起きるかということ、例えば１

０年間であれば１回ぐらい地震が起きるということで想定をいたしますが、ご案内のとお

り、地震が起きている実際の時間というのは大変短こうございます。したがって、これを

実際のかかります応力という評価、進展ということを評価した場合、実は大変小さな値に

なってまいりまして、このカーブを支配的に決めておりますのは、溶接に残っております

応力、継続的に２４時間３６５日かかっておるわけですが、こちらの力によってこのき裂

が引っ張られて大きくなっていくという形になっているところでございます。 

  それで、もう一つ大事なことは、おっしゃるように地震というのは、き裂が進展すると

いうこともさることながら、次の２１ページにありますように破壊評価という、つまり大

きな力が加わったときにき裂が進展するというもの、そもそもき裂がぱかっと割れてしま

って壊れてしまうというところの評価を実はする必要がございます。これについてＳ１、

Ｓ２という地震の評価ということで健全性の評価ということをやっているものでございま

す。先ほどの柏崎刈羽３号機のシュラウドにつきましても、Ｓ１、Ｓ２の地震力を加えた

荷重、もちろんほかにも機械的な荷重がありますので、それを足し算をいたしますけれど

も、そういう荷重に対してもつかどうかといったことの判断をいたします。判断の目安が

先ほど言いましたその前の５ページ目にあります必要残存面積と呼んでおりますけれども、

そういうＳ１、Ｓ２という大きな地震動があったとしてもシュラウドがもつために必要な

断面積の大きさが必要残存面積という形で求められますので、これを満たしているかどう

かということで判断をすると、こういうやり方をしているものでございます。 

◎品田議長 

  浅賀委員わかりましたか。 

◎浅賀委員 

  わかりましたが、今のお話ですと地震が１０年に１度の想定ですよね。そんなものでは
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ないと思われますし、それがどういう力に、５．６ミリのひびにどれだけの力が加わって、

どういう事故にというか、破壊につながるかということの説得力にはならないような気が

するんですね。私どもが考えても、家が壊れたりというようなことだけを考えましても、

１０年に１度の地震の想定で、これが健全だと。ひび割れが今何カ所もある再循環系配管

でしても、ひび割れのまま運転しても大丈夫だということにはならない気がするんですが、

いかがでしょうか。 

◎山本統括安全審査官 

  地震のＳ１、Ｓ２の定義でありますけれども、ちょっと正確には今手元にありませんで

あれですけれども、Ｓ１というのは、この発電所が運転している間に起き得る最も最強の

地震というのがたしかＳ１の地震の定義でございます。それから、Ｓ２というのは、必ず

しも発電所の運転期間に限らず、過去起きたいろいろな活断層その他で１００年、２００

年のオーダーで起きる最も大きな地震ということで想定されているのがＳ２の地震でござ

います。そして、この健全性評価、維持基準の評価では、こういうＳ１の地震動が実際に

起きた場合、あるいはＳ２の地震動が起きた場合について、例えばシュラウドでしたら、

そのシュラウドが壊れずにもつかどうかという評価をするわけであります。それの判断の

評価尺度としまして、こういう断面積というところで評価をいたします。すなわち、５ペ

ージにありますようなハッチングが書かれております面積が確保されていれば、Ｓ１とい

う大きな地震が起きてもあるいはＳ２という地震が起きても、このシュラウドが壊れない

と。こういうことが評価できるというものでございます。 

◎川口委員 

  どれくらいの大きさなんでしょう。 

◎山本統括安全審査官 

  ちょっと数字、今手元に持ってきておりませんけれども、健全性評価委員会の資料はす

べて公表してございますので、そこを見ていただければわかりますし、必要でしたら具体

的な地震動の大きさは申し上げたいと思います。このＳ１の地震動は例えば柏崎刈羽３号

機もほかはみなそうですが、発電所を設置をするときに耐震評価をいたします。そのとき

に設置許可ということで、私ども安全審査をしておりますが、そのときに用います地震力

をそのまま用いてございます。 

◎品田議長 

  名塚さんわかる。数字覚えてないか。Ｓ１、ちょっと記憶にないか。 

武本さん何か。マイク使っていただけますか。 

◎武本委員 

  細かい話よりも、今の保安院の話を聞いて、保安院というのは一体、日本語をどういう

ふうに考えているのか、そこからまず聞きたいんですよ。健全性評価、健全の評価という

ことだと思うんですね。健全の意味というのは、私、白黒のコピーの１８ページのタイト

ルを見て質問したいと思うんですよ。健全性評価という名前をどういう経過でつけたのか。

本来ならば欠陥評価、機械学会は同じことを欠陥評価というふうに言っているわけですね。

ここに言葉の冒涜がある。保安院体質がよくあらわれていると思うんですよ。 

小学校か、あるいはどの段階で習ったかわかりませんが、健全という意味は、こんな形

で日本語では使わないと思うんですよ。日本の役所が、傷がある、これをあたかも健全で
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あるかのような説明をするということに、この間、一貫して保安院と言ったらいいんでし

ょうか、あるいはもうちょっと広い意味で通産省の時代からの役所という言い方がいいの

かわからんけれども、言葉のもてあそびじゃないかと思いがしてならないんですよ。 

そういう意味で、健全という言葉を定義してください。それから欠陥という言葉を定義

してください。何回も健全性と言いました。傷のことを健全というのは、常識的な日本語

ではないですよ。そこから議論しましょうよ。私はこのごろ大分腹に据えかねていること

があるんです。原発で部分的に小さい配管だったとはいうものの、水素爆発があった。試

験管の中で火をつけて水素が燃焼する実験、これも中学校か高校か忘れましたが、大概の

人がやるわけですね。教科書に何て書いてあるか。水素爆発ですよ。それを東京電力や国

は水素燃焼、燃焼という言葉はろうそくが燃えるようなイメージしかないんですよ。こう

いう言葉のもてあそびが過ぎる、原子力には。そういう意味で、それは前置きですが、健

全性評価というのは何事ですか、何で欠陥評価というふうに言わないんですか。まずここ

から体質の問題として聞きたいと思います。 

◎品田議長 

  余り感情的にならないで、健全性評価という意味合いが、もし今の質問に対してお答え

できる部分があれば、お答えいただきたいと思います。 

◎山本統括安全審査官 

  健全性評価というものは、先ほどの白黒の資料の１枚目に書いてございますように、原

子力発電設備にき裂が生じた場合に、その設備の構造健全性を評価するためのルールと書

いてございますが、その設備の構造健全性があるかどうかを評価をするという意味で健全

性評価というふうにしてございます。 

  おっしゃるように、き裂に着目して、き裂が問題があるものであれば欠陥という定義に

も当てはまるのかもしれませんが、このき裂に対して設備に与える影響がどうかといった

ことを評価するのが設備の構造健全性が維持されるかどうかといったことの評価という意

味でも構造健全性を評価するということで私ども言葉を使っているものでございます。 

◎品田議長 

  そう聞けば、何か理解できなくもありませんね、私の個人的には。何か武本さん。これ

だけやっているわけにはいきませんけれども。 

◎武本委員 

  どう言ったらいいんでしょうかね。健全という言葉を、結局、同じことを言っているん

でしょう。欠陥評価ということを言葉を変えて健全性評価というふうに言っているんでし

ょう。言っていることはわかって聞いているつもりですよ。一般から第一印象を考えて、

何であえてこんな持って回るような言い方をするんだと。傷の評価の基準をつくりますと、

こういう話なんでしょう。それを健全性なんていう言葉で使うのは、普通日本語の使い方

として妥当なんですかと、いろいろ言ってそういうふうに言っているけれども、それが普

通の日本語の使い方ですかと、こういうことを役所としての用語の使い方として適切です

かと、こういうことを言っているんですよ。だから、学会では欠陥評価イコール維持基準

イコール健全性評価ということになるんでしょう。だったら学会用語を使えばいいじゃな

いですか。 

  意見のような形になりましたが、そういうことを含めて、保安院というのは一体どうい
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う役所なんだろうと。今回、きのうですか、何か新聞によれば、５号機に傷があっても動

かしていいです、東電がまだこれから修理するかもしれないみたいなことを言っている中

で、先走ってそういうことを言う役所が、また日本語をこういうふうに勝手に使っている

ということに対して、この役所一体何なんだろうという思いがあって発言させてもらいま

した。 

◎品田議長 

  私も技術的に学会がどういうふうに使っているかというのを承知していませんけれども、

私はさっきの保安院の説明を聞いて、そういう意味であればわかるなという感じはしまし

たけれども、これは個人的に武本委員とやりとりしてもしようがないことなんですが、何

かあれば手短にお願いします。またこれだけやっているわけにいきません。 

◎山本統括安全審査官 

  私どもというか、やや法律を作成する際に、私ども法制課というところが審査をして法

律の用語の適を判断する役所が別途あるんですが、そこで欠陥評価という言葉を使ったら

どうかということも実は検討いたしました。ところが、法律の世界では、欠陥という言葉

を使っている法律は製造物責任法という法律が唯一でありまして、これはそういう欠陥が

あってはならないということで欠陥という言葉を使っております。すなわち、欠陥という

のは、一つの価値判断が入った結果の言葉ということで、欠陥自身は存在してはならない

と、こういう定義のようなものであります。 

したがって、価値判断が入ったものに対する評価をする、すなわち欠陥の評価というの

は、法律上の言葉としては適切でないというふうに判断されました。それで私どもはひび

割れとかき裂とかいうようないい方を、法律の運用があるものですから、そういう言葉を

使っております。そういうひび割れとかき裂に対する評価という言い方をする場合と、そ

れから先ほど冒頭申しましたように、そのき裂の結果として設備の構造健全性がどのよう

に影響があるのかということを評価するということで、今度はき裂そのものというよりも、

き裂があることによって設備がどのような影響を与えられるのかといったことを評価する

ということで健全性評価という言葉に落ち着いたというのが経緯でございます。 

◎品田議長 

  ということで、このことはもうこれで終わりたいと思います。私らも行政、何か、私、

武本委員にこれだけじゃなくて、役所もやっぱり気をつけなきゃならんなと思いながら聞

かせてもらいました。 

佐藤委員。 

◎佐藤委員。 

  やっぱりこれは３０年かかるんですよ。まだこんなことを言っているようでは。という

のは、ちょっと角度は違いますけれども、去年の９月だと思うんですけど、刈羽村の議会

に院長以下おいでになったときにだと思うんですが、刈羽村議会でそんなことは３０年前

にやれと言ってやじが飛んだという話がある。これですよ、これ。この中のいわゆるここ

に出ている欠陥評価の導入以外は、本来ならこんなものは３０年前に整備すべきだったん

だというふうに皆さんの方に言われたんだと思うんです。だから、私も今日話を聞きなが

ら思ったのは、今ごろになって極めてもっともらしくちゃんとやっていますというような

ことを言っているけれども、実はやっぱり３０年前にスタートするときにやらなきゃなら
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んかったことなんじゃないかいと、こういうふうにさっきから思っていました。 

そういうことからすると、あなたが今言っているのは、やっぱり３０年後にならんとな

かなか日本の役所というか、国はそういう形に変わらん。法律用語にはそういうのがない

ですと言って突っぱねている以上は、そういう体質は変わらないなというふうに強く感じ

ました。 

◎品田議長 

  では、意見として承っておきます。 

建設業の阿部委員、今のこの維持基準を聞いて、どんな印象を持たれましたか。質問で

もいいんですけれども、何かありましたら発言してください。 

◎阿部委員 

  私は単純素直なんで、聞いていてごもっともだというのが率直な感想であります。どの

程度、精度をやるかというのはまた別の問題ですけれども、健全性を極めていただきたい

というのが率直な感想であります。 

  それと、お聞きをしながら感じたのは、聞きがてら思ったんですけれども、透明性と安

全性を確保する会という、たしかそういう名前だと思いますけれども、安全性を確保する

ための努力をすべきだと思っているんですけれども、議論の中で一番努力すべき議論とい

うのですか、一番神経を払っていく議論ができたらそういうところにあったらいいなと思

っているんで、ですから、ご説明の中の趣旨だとか内容の中で、できたらこうあってもら

いたいとか、こういうプレゼンテーションというか、告知の仕方をしてもらいたいとかと

いうことが私は必要じゃないかなというふうに今日感じています。よろしいでしょうかね。 

◎品田議長 

  ごめんなさい、それ最後のは、プレゼンテーションがあってほしいというのは、地域の

会のメンバーがという意味ですか。それとも、今日例えばご説明された……。 

◎阿部委員 

  一つは、この資料といいますか、国のやり方というか、保安院の考え方とか、規制の仕

方とかがあると思うんですよね。それが世に出て公表されるときに、できるだけうそはだ

めだと思いますよ、うそはだめですけれども、正確になおかつ、多くもなく少なくもない

安心度が正確に伝わるようにするにはどうしたらいいかということの知恵の出す作業とい

うのができたらいいなという意味です。今日のこの話題には特化していませんけれども、

総論ということで。 

◎品田議長 

  わかりました。 

何かありますか。 

◎山本統括安全審査官 

  これは私ども当然努力はしていかなくちゃいけないと思っております。今日の資料も必

ずしもできがいいとは私自身もそんなに思っているわけじゃありません。むしろ、こうい

ういろんな機会で、こういうご説明をさせていただく機会をいただいて、皆様のいろんな

ご意見を、つまりご批判、評価をいただきたいと、それによって私どもとしてどうしてい

くべきかということを常に考えていく一つの大きな要素をいただくことになりますので、

そういうご評価をいただきながら、私どもとして先ほどできるだけ透明性、公開性、わか
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りやすさ、いろんなことを同時に満たしていくというのは大変な難しい面があろうかと思

いますけれども、しかしそれに対して私どもきちっと答えていくという責務が当然あると

いうふうに考えておりますので、いろんなご批判、ご評価をいただいて、できるだけ皆様

の間できちっとした、私どもできればこういう情報の共有といいましょうか、そういうい

ろんなこういうのも一つの情報のコンテンツというか要素でございますけれども、こうい

う情報を皆様の共有する形でもって、この原子力の安全に対してどういう形にもっていく

べきかという価値観をできれば共有できるような形に持っていきたいというふうに考えて

ございます。 

  そういう意味では、こういういろんな形のプロセスといったものをきちっと通じまして、

皆さんのいろんなご批判、ご批評をいただいて、私ども改ざんをしていきたいというふう

に考えております。 

◎品田議長 

  この会は、維持基準の導入はまかりならんとか、いいとかいう会ではないんですよ。い

ろんな意見が地域にはあると。例えば、維持基準の導入そのもの一つにしても、まだ時期

が早いんじゃないかとか、結局、傷あり運転を認めるということになるわけでしょうと、

こういう批判的な意見もあります。その逆の意見も当然あるわけで、こういうのがきちん

としていることが、ＮＥＩのこのときもあったように、アメリカの人が答えているんです

けれども、車のタイヤは１回使えば減るわけですけれども、じゃあ毎日変えますかと、そ

ういうことですよというようなことの答弁をしている人もいらっしゃるんで、そういう意

見の方もいらっしゃるわけですね。今まで前から研究していたというふうには聞いていま

すけれども、形として出てきたのは、具体化しようとしているのは今ここにきてというふ

うに承知をしております。 

そういうことで、今日はいろんな意見が出ると思いますけれども、私とすれば、できれ

ば一つでも二つでも会全体としてせっかく保安院が来られたんで、まとまった意見といい

ますか、こういうふうにしてほしいという建設的な意見がまとまればお持ち帰りいただく

お土産になるのかなと思うんですが、そうはならないかもしれません。ならないかもしれ

ませんが、出た意見は、また、今まさにおっしゃったように共有させていただいて、より

よい方向にもっていっていただくしかないのかななんていうふうに議長としては責任をそ

ういうふうに思っているわけですので、ぜひお願いをしたいと思います。 

川口委員、手が挙がっていますので、どうぞ。 

◎川口委員 

  非常に基本的なことなんですけど、正直言って今まで原子力安全・保安院の活動自体が

我々見えていなかったと。こういうふうに強化しているんだなというのはわかるけれども、

例えば、我々に説明したり、住民に説明会で説明している例えば柏崎の事務所には今まで

何人いて、毎日どういうことをやっていたと具体的に言ってもらって、それが今度は１０

月からは倍になるんだから当然、人員もふえるんじゃないかと予想するんですけれども、

何人の体制になって、どういうふうな活動を具体的にやっていくと。実際問題、今までよ

り余計に現地に行くことになると思うんですけど、そういうことを具体的に言ってもらわ

ないと、ただこういうふうに部を並べただけでは強化しているんだなというのはわかるけ

れども、本当に安心というのは生まれてこないと思うんですよ。 
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あと例えば、原子力発電所でトラブルがあった場合、東京電力もそうだけれども、マス

コミに発表するのもそうだけれども、やっぱり一般の人に対して我々の評価はどうなんだ

ということをきちっと伝えるということをやってもらうのも保安院の仕事かなと思ってい

るんで、そういうのをもっと強化していってもらわないと、途中でマスコミが入るとマス

コミの感情が入っちゃって曲がって、大したことなければもうそこで切り捨てられるし、

ちょっとあれだと思ったらいっぱい広げて伝わるんで、やっぱり直接一般の人たちに伝え

る方法をきちっと考えてほしいなと思っております。 

  あと具体的に柏崎の活動がどう変わるのかというのがわかったら聞かせてください。 

◎品田議長 

  前段は意見だと思いますんで、少し目に見える形でこの地域の人数がふえるようだけれ

ども、具体的にこの地域にどのくらいあれして、安心の確保、安全の確保のために努めて

くれるのかと、こういうご質問です。そこをお答えいただけますか。 

◎木野所長 

  私からお答えします。まず、先ほどのカラーの資料の１２ページは、省庁再編以前と以

後を比べています。したがって、１０月１日時点で柏崎の事務所の人数がふえるというわ

けではございません。今現在、事務所は私含めて９名おりますが、これは省庁再編前と比

べると人数、省庁再編前は運転管理専門官というのがいて、それが、今、保安検査官とい

う名前になっているんですけれども、まず、日々我々は発電所に行って具体的に発電所の

中を巡回して、中央操作室とか現場に行って漏れがないか、悪いところがないかチェック

したりするという仕事をやっているわけですけれども、以前と比べて土・日も巡回をする

とか、あと事故の対応も例えば非常に大きな事故であれば１５分以内に通報して、本省に

も連絡をしていくというような体制をとったりとか、そもそもこれはＪＣＯ以降ですけれ

ども、防災センターというのをつくるとか、いろんな活動を増やしてきて現在があるとい

うことでございます。 

  したがって、１０月１日に大きく変わるのは、むしろ独立行政法人ができて、この独立

行政法人に４２０名という人を置いて、それが事業者の定期自主検査を見ていくというと

ころがかなり大幅に変わるところではあるんですけれども、検査官も１０月だったか、ま

た４０名ぐらい、１０月かちょっと忘れましたけれども、次第に増やしてくということを

やっていると。あと、かなり違うのが検査官の質の向上ということで、私たちのような役

所に入ってずっといろんなところを回っている人以外に、メーカーとかほかの電力の方と

かを中途採用しているわけですね。彼らは、発電所を実際につくってきたプロの人たち、

そういう人たちが今、検査官として毎日巡視しているんで、非常に厳しい目で見ていける

ようになったということがかなり違うのかなということであります。 

◎品田議長 

  事務所として特に人数がふえるということではないということのようですね。 

渡辺委員お願いします。 

◎渡辺（丈）委員 

  維持基準、規格というようなことがありましたので、私も確認します。この米国のＡＳ

ＭＥはどのような表現を使っていますか。 

◎山本統括安全検査官 
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  これはちょっと言葉を今正確には覚えておりますせんが、幾つかの表現がございます。

確かに欠陥という言葉を使ってみたり、あるいはき裂のような表現を使ってみたりという

ことで、その性状に応じて幾つか定義が確かあったと思っております。ですから、欠陥と

いう一つの言葉だけであらわしているわけではございません。 

◎渡辺（丈）委員 

  私も多分アメリカであれば、そういう言葉を使っているんじゃないかなということで今

質問したんですけれども、やはり日本流でいくと維持規格とか維持基準とかというような

表現になりがちだという気がします。 

  それから、維持基準という言葉が最近にわかに使われておりまして、先般、東電の所長

に西山の説明会のときに質問したんですけれども、新聞に載っているようなこと本当です

かという、あれは新潟日報に載った記事でありましたけれども、タイヤを例に例えた話で

私もびっくりしたんですけれども、やはり今まではそういう回転物であっても、あるいは

金属疲労、そういうことがある程度予想されるものについて、要するに計画に基づいた交

換をさせてきたというような形に私、見受けるんですよね。ですから、非常に国の管理す

る面では楽な話だと思うんです。ですから、今このような相当な仕組みを用いて、あるい

はそういう国際規格まで指導するような、チェックするようなお話を聞いたわけですけれ

ども、その陣容とそれからそういう教育取得、相当なものだと思いますね。大変なことだ

と思いますが、ぜひやってもらいたいということは事実ですけれども、本当に今までそう

いうふうに交換してきたような形で、そういう実力が本当に備えられているのかなという

心配をするわけですね。心配してもしようがないんですけれども。まず、この１０月から

やるということですから、そういうきちっとした決まり、規格、そういうものからやっぱ

り着手してもらわないとなかなか先へ行かないんじゃないかなと。またそういう３０年の

歴史から４０年、５０年というような形でそういう数値もとらえられていくわけですから、

もっと背の高い維持基準、規格ができてくるんだろうと思います。そういうことで、この

規格、基準ができることがまず第一だと思っています。以上です。 

◎品田議長 

  ということで、ご意見ということでよろしいですね。 

宮崎委員。 

◎宮崎委員 

  質問なんですが、新たな原子力安全行政の展開というこの表の６ページのことなんです

が、健全性の評価を誰がするかということは一番上の丸に「事業者に対し、定期事業者検

査の際」今までの自主検査に当たるものですよね。「健全性評価を実施し、その結果を国

へ報告することを義務づけ」とこういうふうに書いてあるんですが、このことに関してち

ょっとお聞きしたんですが、この下に図があって矢印が書いてあって、最後のところ、

「不適合となる前にき裂の補修」とか、「継続使用が可能」と、こういう最後まとめてあ

るんですが、これ一体どこへ、保安院に報告するのか、先ほど言った安全基盤機構の方へ

するのか、あるいはどこへ報告して、そしてその後どういう形でいいとか悪いとかあるの

かないのか。事業者がもう報告したからそれでやっていいのかというその辺ですね。その

いわゆるフィードバックというのはどうなっているのかというのをちょっと聞きたいこと

と、それから、もうちょっと進んでみますと、健全性評価小委員会と書いてありますね。
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ここで多分審査されるんじゃないかと思いますけど、このメンバーというのは一体どうい

う人たちなのかというのは、ちょっと私説明があったと思うんですがわからないんです。 

◎品田議長 

  ちょっと関連して、私も聞こうと思っていたんで追加させてもらいたいんですけど、要

するに、定期事業者点検を義務づけたということで、事業者がやりますよね。一定の基準

をもって、これはいい、悪いというのを自分たちでやるわけですよ。それを国に報告する。

それを国はどういうふうにするのかということがよくこれではわからないというのが多分

同じ疑問だと思いますので、あわせてお答えいただけますか。 

◎山本統括安全審査官 

  まず６ページのこの絵は、き裂が発見された場合、そのき裂の評価をするということは

まず事業者が行います。そのやり方は、右肩にちょっと吹き出しで書いていますように、

機械学会の維持規格という具体的な規格書が定まっておりますので、これに基づいて評価

をやるという形になります。その結果は、国に報告。この国に報告というのは、私ども保

安院という意味でございます。保安院に報告されます。それは申しわけございません、前

のページの５ページの方を見ていただくと、５ページに定期事業者検査制度の導入の方が

ございますが、右の欄の四角「健全性評価、結果報告の義務」ということで矢印が原子力

安全・保安院に来ておりますけれども、私ども保安院に来てまいります。 

  それから、報告されるだけなのかというご質問に対しましては、これはちょっと設備に

よりますが、先ほどこの健全性評価制度の対象にする設備は圧力容器などの圧力バウンダ

リを構成する機器、これは別の名称で基準上は第一種機器、クラス１という意味になりま

すけれども、クラス１機器と呼んでおります。実はこの機器は、先ほどの５ページの方を

見ていただきますと、国の定期検査の対象でもございます。すなわち、圧力容器とか再循

環配管について、これを検査をいたします。非破壊検査、超音波探傷等を行いますが、そ

の検査の結果をきちっと適切かどうか国の定期検査で見るという形になりますが、その際

にひびがあった場合については、事業者がどういう評価をしたのかといったことを国の定

期検査でも実は見る形になってまいります。 

  そして、仮にその評価の結果、評価のやり方がまずいと、国が定めた方法以外の別の勝

手なやり方でやっていたり、評価の結果が間違っているというようなことになりますと、

その評価が正しくないということになりますと、クラス１機器の検査が終了しないという

ことになります。すなわち検査が終わらないと。いいかげんな形ですと検査は当然終わり

ませんので、終わらないと。適切に行われるまで検査が続くという格好になってまいりま

す。ということは、運転再開がきちっと終わるまでは行われないという形になってくるも

のでございます。 

  それで、先ほど機構の話も出ましたが、もう少しややこしいことを言って申しわけござ

いませんが、このクラス１機器の検査は国の定期検査でございますが、国の定期検査のう

ち、本省つまり原子力安全・保安院が見る部分と、それから独立行政法人原子力安全基盤

機構が見る部分がございます。恐らくクラス１機器の先ほどの圧力容器などの検査の記録

をきちっと見るとか健全性評価の結果をまず一次的に見るというのは、実際の運用としま

しては、原子力安全基盤機構の方が分担をさせていただきます。そして、もちろんこれは

独立行政法人が行いますのは国の定期検査という基準には変わりはないわけでございます
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けれども、先ほど言いましたように、評価の結果がまずければ、その検査が終わらないと

いう形で、正しく行われるまで行ってもらうという格好になってくるというものでござい

ます。もちろん、そういった最終的な結果が保安院に報告されますので、適切に行われた

かどうかということを最終的にチェックをすると、こういう実は流れになってくるもので

ございます。 

  それからもう一言だけ言いますと、ちょっとまたさらに難しいことを言いますが、先ほ

ど独立行政法人の原子力安全基盤機構がこの定期事業者検査の体制が適切なものかどうか

をチェックをするというふうに申しました。そのときに健全性評価、やり方として機械学

会の維持規格の方法を用いてやりなさいというふうに国が定めるわけですけれども、その

とおりちゃんと行われているかどうかという、方法の選択が適切に行われているかどうか

といったことも実はあわせて見るようなことにもなってまいります。 

  個々の説明については、先ほど国の定期検査の対象項目でございますので、まずその中

でチェックをしますし、それが適切に行われたものの結果として原子力安全・保安院の方

に報告がなされると、こういうような流れでございます。 

  それから、健全性評価小委員会の方でございますが、これは今般のシュラウドあるいは

再循環の問題の個別のプラントの評価をするために設けられた委員会でございます。健全

性評価小委員会というのは、そのためにそういう個別プラントの評価をするために設けら

れた委員会でございます。委員長は佐藤一男さんとおっしゃいまして、元原子力安全委員

長をされた方が委員長を務められております。メンバー構成は、学識のこういう工学的な

専門分野の方々、それからマスコミの論説委員の方々等々から構成されている委員会でご

ざいます。その中で今、個別のシュラウドとかの評価をやっているという状況でございま

す。 

◎宮崎委員 

  健全性評価小委員会のメンバーというのは、そうするとこの行政の委員会でつくられた

委員ではなくて、第三者委員という意味ですね。どこにも属していない方々が……。 

◎山本統括安全審査官 

  いえ、国の審議会という意味であります。国のもとに置かれおります審議会という位置

づけになります。そのメンバーは先ほど言いましたような学識者とかいろんな有識者の

方々、マスコミの方々も含めましたメンバーになっているものであります。 

◎宮崎委員 

  ちょっと追加して申しわけないんですが、その小委員会の人たちが今回のこの報告が適

切かどうかも審査するんですよね。 

◎山本統括安全審査官 

  その健全性評価小委員会を今後どのように使っていくかという問題は当然あるかと思っ

ております。それで、一方ではこの内容が適切かどうかというのは先ほど言いましたよう

に、規格という一方で極めて明確なルールがございますので、検査が間違っているかどう

かぐらいのチェックはもちろん私ども当然できますから、まず、そういう一次的な評価を

まず私ども保安院の方で実施をいたします。 

その中で、例えば規格の中でもなかなか想定していない新しいいろんな事象が出てきた

ような問題といったときには、その健全性評価小委員会の方に例えばお諮りをしていろい
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ろご意見なりご評価をいただくというようなことも考えていきたいと思っておりますが、

基本的には先ほど言いましたように、こういう明確なルールが維持規格というものを活用

してまいりますので、原則はそれにのっとってやっているかどうかということのチェック

というのが基本になってまいります。したがいまして、それについては私ども一次的には

原子力安全・保安院及びその機構の方の一次的な判断で取り扱わさせていただきたいとい

うふうに考えております。 

◎品田議長 

  最終的には、その検査結果というのは、結局、評価の責任は原子力安全・保安院が持つ

ということですか。 

◎山本統括安全審査官 

はい。定期検査という形で、これは合格ということは余りないんですけれども、定期検

査、今、終了という一種の合格みたいな位置づけで定期検査の終了ということをやってご

ざいます。これは、立ち上げ前の検査が全部終了した上で設備を起動いたしまして、総合

負荷試験という実際の試験をして、それで検査が終了という形をとるわけでございますが、

それは国のそういう立会いのもとで検査終了という判断をいたしますので、今、ご指摘に

あった健全性評価の結果というのはそういうものの積み上げの中の当然一部に構成されま

すから、そういう意味では国の方もこの定期検査を終了ということで評価をし、判断をし

ておりますので、そういう意味での責任は当然ございます。 

◎宮崎委員 

  ありがとうございました。今、聞いていますと、これからまた論議になってくるんだと

思いますけれども、保安院の姿勢というか、さっき武本委員じゃないけれども、何か安全

のような、安全神話にのったような常に考え方に立たれると困るというのが一つあります

し、それから、やはり厳正中立というメンバーがメーカーさんから来たような人が保安院

のメンバーを務めるようだと困るし、そういう非常に私らとしては保安院の構成といいま

すか、性格というか、そういうものを本当に厳しくしていきたいなというのを今のお話を

聞いてなおさら一層強くしましたんで、これ、また後の論議で皆さんの意見を聞いていた

だきたいものだなと思っています。 

◎品田議長 

  運営委員会で、保安院を呼んでぜひ意見を聞きたいと一番強く主張された今井委員どう

ですか。せっかくの機会ですので保安院の皆さんに質問でも意見でもあるいは要望でもい

いですのでどうぞ。 

◎今井委員 

  どうしてもしゃべれと言えばしゃべりますけれども、全体のお話を聞いていて、あるい

は今までの保安院についての私どもの見方というか、そういうものについてお話ししたい

と思っていますが、なぜ今までこういう原子力の問題が出てきた中で、保安院が前面に出

てこないのかなと。国の国策をずっと言われる原子力発電あるいは国が責任を持ちますと

言った安全性の問題、この部分でどうして保安院が前面に出てきて、あるいは広報活動で

もそうですし、いろんな問題について私どもに詳しくあるいはまた安全性について安全な

ものは安全だよということをはっきりと言えないのかということが非常に疑問であったと

いう意味で、今日はぜひ出席をいただきたい、また勉強をさせていただきたいと、こうい
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うふうに申し上げたんですが、今日いろいろお聞きして、いろんな問題はあろうかと思っ

ていますが、今ほど私が申し上げた中での延長線上に、最後の方に公聴と評価、活動の強

化とありますが、公聴と広報、評価と、こういうことになるんでしょうけれども、ここの

部分が国としてきちっとやっぱり原子力行政について責任を持つということであるならば、

保安院のやっていること、あるいは保安院が出した結論についてはきちっとやっぱり特に

立地点の住民には知らせるべきであろうと。それをやることが私どもに対する一つの基準

にもなるわけですし、その辺を特に強化していただきながらお願いをしたいと思っており

ます。内容的なことについて、今ほどいろいろご意見出ておりますし、なるほど私もそう

思うなと思いながらも、いや、そうでもないんじゃないかなという議論はあるところです

けれども、広報のことについてはお願いをしたいと思っています。 

◎品田議長 

  要望でよろしいですか。 

では、高橋委員。 

◎高橋委員 

  白黒の最初の２ページなんですが、一番上に「健全性評価制度とは、原子力発電設備に

き裂が生じた場合」というふうにあるわけなんですが、まことに無知なもので、質問が幼

稚なことなんですが、き裂だけが対象なんですか。き裂だけですか。何か変形したとか、

そういうようなものには、このあれは該当しないんですか。まだいろいろひびだけじゃな

くて、いろいろな欠陥につながるような何かがあるような気がするんですが。 

◎山本統括安全審査官 

  おっしゃるような例えば変形とか曲げとか、当然そういうことも検査している過程で出

てくると思います。変形というのは、設備が本来持っている形を変えているという、形状

が変わっているということになりますので、それはそもそもこういう変形がさらに進んで

いるかという評価の前に、それはきちっと是正をしていくということが必要になってまい

ります。それで、き裂を対象にしておりますのは、き裂はご案内のとおり、数ミリとか大

変細かいき裂、小さいき裂が多いわけです。このき裂が問題なのは、時間とともにそれが

どんどん大きくなっていく。その大きくなったき裂が本当にどこまで大丈夫なのかという

ことが、最初に見たき裂だけではなかなか判断がしにくいということがあります。変形で

したら、明らかにへこんでいたり、曲がっていたり、これは問題だからすぐ修理をするな

り補修をするということが判断できますけれども、き裂の場合大変細かかったり、若干大

きいのもあるかもしれませんけれども、これが将来どういう悪影響、悪さをするのかとい

うのが直ちにわからないということがありますんで、それをきちっと評価するための方法

を与えているのが、この健全性評価のルールというふうにお考えいただけると思っており

ます。 

  従って、おっしゃるようにあらゆるいろんな問題事象をカバーしているものではないと

いうことは、そのとおりであります。ここでカバーしているのは、そういう将来発展して

悪影響を及ぼしかねるおそれのあるこういうき裂に着目して、それをきちっと科学的な方

法でもって評価するための手法を確立するということで、健全性評価のルールというのが

あるというふうにお考えいただきたいと思います。 

◎品田議長 
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  中沢委員。 

◎中沢委員 

  カラー刷りの８ページの「事故・トラブル報告基準の明確化」という、これに基づいて

ちょっと質問したいと思うんですが、今回、福島の第一、第二それから柏崎刈羽の原発で

先ほど武本委員の方から話がありましたけれども、水素爆発と疑いのあるトラブルが発生

したというようなことが明らかになったわけなんですが、東京電力さんは、国への報告、

通報義務はなく、事故隠しには当たらないと言っているんですが、保安院さんの方では、

技術情報の共有化の観点から公表が望ましかったというようなことを言っております。 

  これらについて、双方の意見や考え方がちょっと食い違っているかなと思うんですが、

保安院さんとしては、この問題ですがどういうふうに考えておるんでしょうか。また、そ

れからこの問題についての東京電力さんへの処置の仕方というか、指導の仕方というのは、

そこら辺はどういうふうにとられたんでしょうか。そこら辺ちょっとお聞きしたいと思い

ます。 

◎山本統括安全審査官 

  水素の先ほどのご指摘の問題、ちょっと私担当じゃないんで正確なことをちょっとお答

えするのは難しいかもしれませんが、たしか今回の水素の事象につきましては、今、まさ

にご指摘があったように、事故・トラブルというものではなくて、確かに水素が燃焼して、

そういう事象が生じているということは将来何か別のあるいはトラブルに発展する可能性

が否定もできないところもありますので、そういう情報の共有化が必要だったという認識

を私ども保安院の方はしているのではなかったと思っております。ちょっとそこは不正確

かもしれません。 

  それで、おっしゃるように、この事故・トラブルというのは、今回の事故・トラブル報

告基準の明確化と８ページに書いてございますように、構造上の強度とか、そういったも

のを有していない、あるいは例えばそういう爆発によりまして、穴があくとか、ひん曲が

るというような形で、設備の強度が落ちるというようなことになりますと、これは当然、

トラブルの対象になってまいります。それで、いずれにしても、そういう一定のところで

報告基準を明確化するということは、一方でどこかで線を引くという形に必ずなってくる

ものですから、そういう意味で次の９ページにありますように軽微な事象を含めました情

報の共有化ということで、国に必ず報告をしなさいという法律の義務を課すのは一つの線

を引いてまいりますけれども、それ以下のものについては、軽微事象というようなことで

事業者みずから公開をきちっと進めていくと、こういうようなことが大事だろうというふ

うに考えております。そういうための取り組みをまさにこれからしていくというふうに考

えているところでございます。 

◎品田議長 

  どこで線を引くかというは、やっぱり一定の部分で必要だと思うんですけれども、じゃ

あ細かいものといっても、またその下があるわけで、その線引きも難しいですよね、本当

に。 

 中沢委員。 

◎中沢委員 

  これは実際にこういう爆発があったのは、今から大分前で１９９３年から９７年の間と
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いうようなことなんですが、この当初と比べてやはり報告義務というか、そういった法律

の改正というか、そういうのが変わっていてあれですかね。この当時は報告義務というか、

そういうものがなかったんでしょうか。どうなんでしょうか。 

◎山本統括安全審査官 

  事故・トラブル報告の具体的な運用を直接担当していないものですから、個別事案につ

いて今の現行のトラブル報告基準にどこまで該当するかというのはちょっと明確にお答え

することは難しいと思います。すみません。そういう意味ではお答えできなくて申しわけ

ございません。 

◎品田議長 

  オブザーバーで来てもらっています東京電力さん、今の質問わかりますか。その当時ど

んなだったかというのは、もしわかれば。わかならければ発言要りません。 

◎熊田技術部副部長 

  ここでご説明いただいた方じゃなくて、今現在運用されている法律と通達の内容という

のは、当時、この水素の事象が発生した当時と変わっていないと認識しています。したが

って、法律と通達に照らし合わせる分には、今でも同じ結果になるというふうに考えてお

りますが。 

◎品田議長 

  法律上は要するに報告とか届け出とかという必要はないということですね。ただ、保安

院はさっきおっしゃるように、共有する意味から公開が望ましかったと、こういう見解を

出したということなんだそうです。 

◎中沢委員 

  この後、中部電力の浜岡原発で２００１年１１月に同じような事故が起きているわけで

すよ。これをやはりちゃんと前に報告をしておけば、こういった事故が防げたんじゃない

かなと。それがやはり公開性というか情報の共有化というか、お互いにそういった事故が

あった場合、報告して、やはりそういったお互いに悪い面をカバーするというか、そうい

うことにつながるんじゃないかと思うんですけれども、そういった面でもやはり大事なこ

とかなと思うんです。 

  それで、やはり私たち地域の会にもこういう話は一切ないわけですね。透明性を確保す

るための地域の会なんですよね。８月２１日に東京電力が発表したと。これも６月に企業

倫理相談窓口というのが、そこに匿名の告発文が郵送で届いたということからわかったわ

けなんですが、全くそういう意味では東京電力はやはり隠していたと言わざるを得ないと

思うんですよね。そういった面でもちょっとやはり問題が大きいんじゃないかなと。透明

性を確保するという点と、公開性というか、そういった面でも東京電力さんもやはりこの

問題に対しては反省をしてもらいたいなというふうに思うんですが、保安院さんとしては、

こういう問題についてはどういうふうに思っておりますでしょうか。 

◎山本統括安全審査官 

  まず、今のご指摘の水素の問題については、ちょっと直接担当じゃないものですから、

本来の法令の報告対象ではなかったとお話でありましたけれども、そういう個別事例とい

うことではなくて、一般論で申し上げますと、まさにここに書いていますように、その水

素の例は別にしましても、いろんな軽微な事象であっても、それは将来の事故につながる
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か、あるいはいろんなトラブルの対策のヒントになるということは当然あり得るものだと

思っております。そういう意味での情報の公開と、それを関係者で共有をしていくという

ことは私どもとしても大変大事な問題だと思っております。個々の問題というよりも、一

般論で申し上げておりますけれども、そういうことは大事だというふうには考えておると

ころでございます。 

◎中沢委員 

  わかりました。 

◎品田議長 

  今の話は、地域の会に東電さんとしても報告すべきではなかったということでございま

すけれども、私、議長としても、ちょっとそこまで思いが至らなくて、今日の議題とは直

接関係ないものですから、報告コーナーというのを設けることは失念しておりました。責

任の半分は私にもあるということで、以後また気をつけさせていただきたいと思いますの

で、ぜひそういう事象があって気になることがあれば、皆さんの方からこういうのを聞か

せてもらいたいということでお声を上げていただければありがたいと思います。 

  ほかにいかがでしょうか。まだ発言していない方で、内藤委員。 

◎内藤委員 

  カラーの１２ページの安全規制体制のところなんですが、真ん中の太い３００人の保安

院のスタッフ、その下の１００名の検査官、これは別なんですか。 

◎品田議長 

  内数です。 

◎内藤委員 

  そうすると、３００名の中に１００名が含まれているということなんですね。これは大

幅強化という非常に保安院とすれば胸を張って多分おっしゃっていると思うんですけど、

これは果たして大幅強化なんですかね、この程度で。大体、今までの省庁再編以前の体制

と書いてある右側ですよね。１４０名の５０名、これも内数ですか、５０名というのはね。

１４０名の人間で９電力だか１０電力だかわからんけれど、５０数基の発電所をきちっと

監督できるはずがなかったわけですよね。もう電力任せというか、追認というか、それは

よく言われている性善説に立っていたんだということのようですけれども、確かにそれは

それでいいんです、それはそれ以上追求しませんけれど、体制をこれから強化するという

ことはそのとおり非常にいいことだと思いますけれど、せいぜい倍になって強化になるん

でしょうかというのが素朴な疑問。 

  今、市議会の連中がアメリカの規制委員会ＮＲＣですか、あそこへ今行っているようで

すけれど、あそこのスタッフというのは、保安院と機構が違ったり役割が違うのかもわか

りませんけれど、業務が違うのかわかりませんけれども、たしか２，８００人技術者と事

務職員も入れてですけれども、アメリカの場合にはプラントの数も日本と桁違いに多いで

すから、それはやむを得ないかと思うんで、それでもアメリカの規制体制が３，０００名

弱のスタッフでやっているのを、日本が保安院がわずか３００名で、１０分の１くらいで

大幅強化と言えるかどうか。もちろん数だけの問題じゃなくて、スタッフの方の技術的な

能力とかいうことももちろん評価されなきゃなりませんが、多分アメリカより能力も弱い

んだろうと、失礼だけど思います。これはもっともっとやはり強化をすべきだろうと。来
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年予算等にはまだ間に合うようですから、人員をもっと増やして保安院の本当の意味での

強化を図ってもらいたいなと思いますね。そういうところには税金を惜しみなくつぎ込ん

でしかるべきだと思いますよ。変な役に立たない交付金なんか、あんなの削ったっていい

と思うし、それから、国民の税金で使うとすれば、思い切ってこういう規制のところに金

をつぎ込んでもらって、そしてその監督なんかも時間は余りかけないですばやくきちっと

短期間でやれるような、そういう検査の体制をつくってもらいたい。それには当然、人間

の数も必要だと思いますので、そしてそれが当然税金で賄うわけだから、国としては大変

だと思うけれど、やっぱり国民からそれぐらいの負担を国民に見えるようにこういうとこ

ろに金を使っているんだと、あなた方の税金はこういうところに使っているんだと。そし

て、立地地域の方々の安心感をそのためにやっているんだということをすべきだと思うん

ですね。そして、国民にやはり関心を持たせて理解させるということはそういうところが

やるべきだろうと私は思いますので、この程度じゃ多分、桜井議員さんなんかきっと帰っ

てくると、アメリカはすごかったと言うと思います。そこに比べると、大幅強化なんとい

う言葉はやめてもらいたいですね。小幅のちょっと改善したぐらいにしかならないのでは

ないかなと私は思います。本当に予算をとってもらって体制を強化してもらいたいと思い

ますね。 

◎品田議長 

  激励だと思いますので。 

◎山本統括安全審査官 

  大変ありがとうございます。ちょっと一言だけ申しますと、保安院３００名と書いてい

ますが、もちろん原子力安全委員会も１００名おりますし、それから今回の基盤機構で新

たに法人４２０名、これを単純に足し算しますと８２０名ぐらいという形になってまいり

ます。 

それで、ＮＲＣ二千数百人というお話がございましたが、実はＮＲＣはすべての方が検

査とかこういう規制をやっている方だけはございませんで、多分、今調査に行っている方

からご報告があると思いますけれども、私もちょっと詳しい人数は正確に把握しているわ

けではありませんが、実は研究とか実証試験とか、そういうことをやっておられる方もた

しかその中に含まれているんだというふうに承知をしております。 

そういう意味で見ますと、日本も研究機関でいうと日本原子力研究所とか、そういうと

ころもございますので、そういうちょっと同じようなフレーズで比べてみないといかんの

かなという感じはしてございます。確かに、これで十分かというと、私も必ずしも十分だ

とは思っておりません。 

一方、大幅に強化しろという激励をいただいて、大変ありがたく思っております。ただ、

国家公務員は全体定員削減で大幅にどんどん人数が切られている中でのわずか１００名と

か２００名増やして何だというふうに思われるかもしれませんが、これは全体の省庁の中

からいうと異例中の異例の実は強化をしていただいているということで、確かに霞ヶ関の

価値観でものを言ってはいけないとは思いますけれども、私どもとしてもできるだけの取

り組みを今させていただいておりますし、これからもご期待に沿えるような形で、まさに

地域の皆様の安心が得られるような体制をちゃんとつくれるように努力をしていきたいと

いうふうに考えているところでございます。 
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◎内藤委員 

  要らない役人が余計いますから、そっちを削って、こっちにつぎ込むということが大事

だと思いますね。 

  傷の深さを調べる探傷試験なんかは、アメリカのそういう検査官というか、相当熟練し

た目の肥えた人でないと難しいんだというふうに言われていますし、今、日本の場合には、

傷があるかどうかだけを確認するんであって、傷の深さまではとてもそこまで能力がない

というふうに聞いていますので、そこまでやるとすれば、やっぱりこれじゃあだめだろう

と私は思います。ちょっとつけ加えさせていただきます。 

◎品田議長 

  金子委員、手を挙げておられました。 

◎金子委員 

  半ば似たようなことなんですけれども、私が疑問に思ったのは、何で今、独立行政法人

をつくらなきゃならんかったのかと。保安院の中でなぜできなかったのかということなん

です。保安院を強化すれば、これは役人の仕事といえばそれまでなんですけれども、こう

重ねて３つにするよりも、逆に一つにした方が強力になるんではないかと私は素人考えで

そう思います。 

  それで、この独立行政法人というのを、私、今日まで実は知らなかったんです。今日新

聞を読んでいたら、成合理事長が決まったという記事がありまして、その中ではこんなも

のができたんだなと、初めてわかったよう状況ですけれども、その新聞の書き方と今日こ

の資料を見せていただいたのは、あたかも傷があっても運転を再開させるんだという前提

条件があって、これができたというような感触にしか受け取れないんです。だから、我々

が今この中でこういう勉強をさせられながら感じるのと、一般の何も知らない市民が新聞

記事を見て感じるのは、やっぱり多少の差があると思うし、そうするとなおさら一般市民

は、傷があっても国は認めるんだというように理解をすると思うんです。ですから、マス

コミ発表するときもやはりそれなりの対応をとって発表をしてもらわないと、これは逆効

果を生むと、いうふうに私は感じました。今日これがここに出ると思わなかったので、も

し出なかったら最初にこれを質問したいと思ったわけです。今、内藤さんが強化じゃない

というようなことを言っていましたけれども、強化というよりも、組織そのものをいっぱ

いつくらなくてもいいじゃないかというのが私の意見です。 

◎品田議長 

  原子力安全基盤機構というのがどういうふうな経過でできたかというのと、それが本当

にこうして機能するのかと。さっき聞きますと、同じ保安院の下部組織というとあれです

が、その中でやっぱり委託といっている部分を受け持つんだと、こういうふうな説明もあ

ったようですけれども、本当にこれがあって必要だったのか、もうちょっとほかの方法が

なかったのかというのと、機能するようになるのかというあたりをお答えいただけますか。 

◎山本統括安全審査官 

  原子力安全基盤機構の主な業務、資料があまりあれですけど、先ほどの同じカラーの資

料３ページ目に安全規制の抜本強化の全体像という中で、新しい制度を書いてございます。

その中で原子力安全基盤機構として先ほど定期事業者検査の検査体制を審査するとか、あ

るいは今従来、国が行っておりました使用前検査、定期検査について、原子力安全基盤機
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構もみずから検査をする。これは国と分担をしながら検査をしていくということでござい

ます。 

  それで、この原子力安全基盤機構は、こういう独立行政法人という形態をとりましたの

は、一つは、ここを一つの専門家集団、もちろん私ども保安院も専門家集団ですが、これ

は行政官の専門家集団というものに対して、独立行政法人は技術者としての専門家集団と

いう形で、人事なり給与なり、あるいは、その業務の効率化という形を踏まえました独立

行政法人という方式をとったわけでございますけれども、まさに検査の現場に出てまいり

まして、今、検査は大変難しい技術的な習熟がないとできないというようなご指摘もいた

だきましたけれども、まさにそういったことがきちっと適言できるような、そういう能力

を持った技術者集団として、この原子力安全基盤機構をこれからつくり、もちろんこれか

らスタートをするばっかりでございますので、そういう人材の育成というのはやっていく

というのは当然でございますけれども、そういう形で原子力安全基盤機構というものを位

置づけて実際の検査の現場の中での検査官としての役割ということを期待するものとして

設立しようとするものでございます。 

  あわせてあと、この原子力安全基盤機構は、検査だけではなくて、あと各種の実証試験

とか、そういうＮＲＣではございませんけれども、そういう研究機能、実証試験などを行

うような機能もあわせて持つことにしておりまして、先ほどの軽微な事象のトラブル情報

なども集積して分析をして、それを検査行政に反映するというような機能も期待をしてい

る、備えていくというようなことで考えているところでございます。 

  そういう意味では、単なる行政官の検査官が、今、先ほどご批判がありましたような点

が実際にもあったのかもしれませんけれども、そういったところはきちっと直して、本当

の意味での技術者による検査ができるような体制をつくっていきたいということで、こう

いう組織体制にさせていただくということでございます。 

◎品田議長 

  ちょっと今の話を聞いていて、皮肉で言うわけじゃないんですけれども、保安院じゃあ

やっぱり技術力はないから、こういう専門家集団をつくってやるんですからご安心くださ

いというふうに聞こえたんですけれども、それだとちょっと言い過ぎですかね。 

◎山本統括安全審査官 

  安全行政といいますのは、実際、現場に出ましてそういう検査をするという、まさに現

場レベルのものから、一番言いますと、制度運用とか、あるいは実際に法律改正で制度運

用をしていくというのは、行政官の仕事でございますから、そういったもの幅広くござい

ます。そういったことをもちろん保安院としては一元的に今までもやってきて、これから

もやる必要はございますけれども、特に現場に密着した、現場レベルでの専門家集団とい

う意味では、こういう特別な法人を設けることによってより強化をしていきたいというふ

うに考えているところであります。 

◎品田議長 

  人数の問題については、私しゃべって申しわけないんですけれども、やっぱり絶対数が

足りないというか、力を持った人材がやっぱり全体的にトータルとして少ないんじゃない

かというふうに感じます。この独立法人に対しても、電力に勤めておられる方を吸い上げ

るというようなことも、採用されるということもちょっと聞いておりますし、やはり全体
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的に、原子力に対する知識を持った、技術力を持った人材というのが、日本全体として少

ないのかなというのが私自身、話を聞いていて感じたところです。これは私の感想です。 

  ほかにございますか。では、渡辺委員、宮崎委員は最後にしましょう。 

◎渡辺（五）委員 

  渡辺ですけれども、健全性の評価をするときに、審査基準を日本機会学会、ここの文章

で言うと、「妥当性の評価を行った上で、これを信頼できる基準として活用する。」と、

こういうことなわけですね。例えば、それが資料で言うと６ページに一定の基準がなけれ

ばそれに見合うかどうかという判断になるわけですけれども、そういう基準、殊にこうい

う放射性を帯びてきたりすると大きな変化が出てきたりすると思うんですが、そういう基

準に対して甘いとか、かなり厳しいんだとか、そういう意見の相違とかはほとんど、いわ

ゆる基礎になるものに対しては技術者あるいは研究者によって意見の相違というのはほと

んどないものなんですか。 

◎品田議長 

  という質問ですが。 

◎山本統括安全審査官 

  ちょっとここの問題あれなんですが、今、放射性物質云々というお話がありました。こ

の機械学会の規格の中で、ちょっと専門的になりますが、実際には中性子という放射性の

ものがあるんですが、それによって材料がどんどん劣化してくるということが当然事象と

して想定されます。したがって、規格の中では、中性子によりまして材料が劣化すること

をちゃんと工学的に、客観的に具体的な数値でもって評価するという手法が定められてお

ります。それから、こういう規格をつくるということなんですけれども、これは今回の場

合、日本機械学会の維持規格を活用するという形をとっておりますが、基本的にこういう

学会の規格活動というのは、もちろん原案はその学会の中でまず委員会などをつくります。

その委員会は、例えば大学の人、メーカーの人、いろんな方が入りますけれども、特定の

分野に偏らない委員構成をするということ、その中できちっと議論をして、議論をした結

果、その議事とかを公開をするということです。それから、規格の原案を当然つくるわけ

ですが、その原案を作った段階で、この学会としてはいわゆるパブリックコメント、公衆

審査というものを２カ月とかいうような期間を設けて幅広く意見を聞くと。それを踏まえ

た上で必要だったら修正をするという形をとっております。私もこれは公正中立を旨とし

た運営だというふうに評価をしているわけでございますけれども、そういう中で、今、お

っしゃったいろんなさまざまな意見が出されて、それをきちっと議論の俎上に上げて、な

おかつこれは極めて技術的な問題でございますので、数式でもって客観的に判断をしてい

くと、技術的な判断をしていくというようなことが、この学会活動の中で実は行われてき

ております。そういう過程で、学会の規格はでき上がってきているということでございま

す。 

なおかつその上で、私どもがこれを今度は規制として活用させてもらうという形になり

ますと、規制として妥当性を当然見る必要がございますので、これは私ども保安院の中に

やはりそういう専門家によります評価するための委員会を設けまして、これを規制として

使うことが技術的に妥当かといったことを評価いただいた上で活用すると、こういう仕組

みにしているところでございます。これは、日本だけではありませんで、アメリカなどに
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おきましても、同様にアメリカの機械学会、ＡＳＭＥと先ほどもお話がありましたように、

組織がありまして、全く同じように公正中立を旨とした形で、そういう学会の規格策定活

動は行っております。そして、アメリカの規制当局でありますＮＲＣもこういうＡＳＭＥ

の規格を技術的な評価をした上で活用するという形で実は行われております。 

こういう傾向は実は日本、アメリカだけならず、ほかの諸外国でもいろいろ見られる点

でございます。これは、やはりそういう学会というのは、単に国内的というだけじゃなく

て、国際的にも開かれた形になっております。例えばアメリカの機械学会は実は日本から

どんどんメンバーとして意見を言ったりというようなこともあるようでございますけれど

も、そういう開かれた場の中できちっとした議論の上で規格はつくられ、なおかつ規格も

一旦つくったらそれで終わりということではありませんので、一定の期間、例えばＡＳＭ

Ｅの場合は３年ごとに改定されるという、５年でしたか、いずれにしても３年か５年の頻

度で改定されるということを聞いております。機械学会の方はまだできたばっかりなので、

改定はこれからということになるのかもしれませんけれども、いずれにしてもそういう最

新知見を反映していくという形も一方で仕組みとして入っているところでございます。 

従って、そういうような形でオープンな形で公平は形で規格をつくり、常にそれを最新

知見が反映できるように見直しをしていくと、こういうような仕組みになったというふう

にご理解いただければと思います。 

◎品田議長 

  渡辺委員、よろしいですか。 

◎渡辺（五）委員 

  最終的には、まとまったこれになるわけですけど、例えばこういうのにかかわった意見

の相違とかはかなり差があったものなんですか。あるいはそんなに差がない中でのこうい

う基準になってくるか。 

◎山本統括安全審査官 

  機械学会の方に提出された意見にどんなものがあって、どう扱われたというのは、ちょ

っと詳細は私ども必ずしも承知はしてございませんが、ただ一方で、この維持規格、日本

の場合は２０００年につくられましたが、一方でアメリカはまさに３０年前にこういう規

格ができております。その後どんどん改定はされておりますけれども、そういう意味では、

維持基準の考え方、あるいは工学的な手法というのは、３０年前にある程度確立をして、

なおかつそれが一定期間ごとに最新知見をもとに見直しをされているという実績のあるも

のでございます。それをベースに実は機械学会の規格というのはでき上がっているところ

もありますので、ですからそういう意味での技術的を踏まえた形の範囲内、つまり学術的

には既にもう認められているといったところについてそんな大きな意見は恐らくなかった

んではないかというふうに考えています。 

◎品田議長 

  宮崎委員。 

◎宮崎委員 

  時間も迫っていて申しわけないですが、この維持規格が実施されるに当たって、前提と

なることがきちんとしていないと、私たちはとても安心、安全というふうにつながらない

ということで申し上げるんですが、先ほどの保安院の問題ですね。質がもっときちっとし
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ないとだめだという。これからお聞きするのは、今度、いろんなデータですね。先ほど内

藤委員非常にいいことを言われたんですが、熟練した技術者によっては深さが違うじゃな

いかと。そうすると、ここに出てくる維持規格の、まずひびがありますよといったときに、

熟練していない人がわかって私がやったら３ミリ程度の深さがあった。熟練した内藤委員

が行ったら１５ミリありましたよと。一体どっちをとって審査に入るのか、評価に入るの

か、この一番大事な最初のデータがあやふやで、発表されたときには、さも数字が踊って、

厳正な審査をしましたと言われるけれども、技術者の腕でもってもう左右されるような値

を、私は信用させられてかかってどうなるんだと、非常に不安があります。 

  そういう点で、もっといっぱい聞きたいことがあるんですけれども、私さっき聞いてい

て、これも一つの前提じゃないかなと思ったんですが、先ほどシュラウドの厚さの話があ

りましたよね。何ミリまで可能でしたか、円がかいてあって、５ページでしたか。これに

ひびが入って何センチまで強度を確保するために必要な面積云々と、こう書いてあるんで

す。ですが、シュラウドの厚さは５０．８ミリメートル、一体じゃあこのシュラウドの厚

さ５０．８というのはどうして決められたのか。強度を保つために必要な面積が必要であ

れば、最初から３センチでもよかったのを、５センチの厚さにしなきゃいけなかったとい

うどこかに根拠があるわけですね。保安院さんだったら、その５０．８ミリメートルにし

なきゃ、この原発は動かしちゃだめですときっと言っていたわけですよね。そうじゃない

ですか。３センチでもよかったんだ。だから５０．８にする基準が私はあったんだと。そ

ういうものが一つの前提になる。それをお聞きして、５０．８でなければいけないのがな

ぜこんな必要な面積まで減らされても安全なのか、この辺の理屈もよくわからないで、評

価にかけられても困るなというふうに思っているんですが、こういう前提というものはい

っぱいあると思うんですが、今じゃあ一つ厚さについて、どういう前提がなされているん

でしょうか。 

◎山本統括安全審査官 

  最初に、検査員の方の能力の話が出ました。これは確かにおっしゃるように、そういう

非破壊試験、特に超音波探傷なら超音波探傷をきちっと行える能力がある人が検査をする

ということが必要なことは当然でございます。それで、ちょっと今日私説明を飛ばしまし

たが、実はこの機械学会の維持規格というのは実は検査のやり方についても規格を定めて

おります。つまりどういう部所にどういう方法でやりなさいということが実際定まってお

ります。その検査を正確に行うためには、まずその検査の方法がきちっとしたものである

ことが必要であります。つまりハード的な設備とか方法という意味ではハードの対応と、

それから今ご指摘のあった人の能力というものでの双頭面だと。この両方が組み合わせて

初めて精度よくひびなどが検出され、特に大きさなどが正確に測られるということでござ

います。 

  それで、この機械学会の維持規格では、人の能力に関して言いますと、今、我国ではこ

ういう非破壊検査の能力を認定する制度としまして、非破壊検査協会という組織が日本に

はございます。そこで、１、２、３と三つの種類でランクづけをしまして、非破壊検査が

きちっと行えるかどうかという実は資格認定程度というのが運用されております。原子力

発電所は、１、２、３と三つあるんですが、その上の二つ、一番低いランクは扱いません

で、上二つの資格を持っている方が検査をすると、こういう実は運用になっておるところ

―３７― 



でございます。したがって、そういうふうな検査の能力のある方が検査をするというのが

基本で、そういうことが必要、なおかつそのやり方については、今回この維持規格を使う

と私申しましたが、実はこれは検査のところにも入ってくるものでございますので、そう

いう形で担当していきたいというふうに思っております。 

  そうはいっても、一方でＳＵＳ３１６というと特別な材料については、今までのやり方

では十分な検査精度が得られなかったということも出ております。従って、これについて

は、ハード面での改良ということと、つまり検査のやり方、超音波探傷のやり方の改良を

するということと、それから、今回そのＳＵＳ３１６のひびが溶接の金属部に入っていく

という非常に特異な現象が出てきておりますので、まさかそんなところに入っていると思

わずに検査をされたという、実際の知見がそこまで十分検査員の方に反映できていなかっ

た。検査員の方にそういう教育をして、そういうところに入るかもしれないということを

認識した上で検査をしてもらうというそういうことの対応、そういうことをやることにＳ

ＵＳ３１６については、そういう改良した方法で何とかできる、本当に信頼性があるかど

うかということを現在確認しているところでございますけれども、それはちょっと個別の

問題かもしれませんが、いずれにしてもそういうハードとソフトの両方の対応で検査の精

度を確保していきたいと思っております。 

  それから二つ目にシュラウドの厚さの関係でございますが、国がどこまで求めているか

ということですけれども、先ほどの５ページ目のドーナツの絵ですが、真ん中のハッチン

グがしてありますところ、これ必要残存面積と書いております。シュラウドの構造強度に

関しては、この断面積がないと構造強度を生み出すことができませんということで、先ほ

ど安全上の水準とか、技術基準とか申しましたけれども、基準上要求される構造強度はこ

の実はハッチングのところだけでございます。ただ、このハッチングはシュラウドが実際

に置かれてそういう構造を維持するために必要な面積という形になってまいります。何で

こんなに厚いシュラウドをつくっているのかといった点でございますが、これは先ほどの

健全性評価の一番の最初の考え方のところに、安全水準に対して設計強度のときに一定の

裕度をもって設計をしますと、これはある程度劣化が生じたときに、もし安全水準ぎりぎ

りでつくっちゃいますと、ちょっとでも劣化があると、その時点で基準を満たさなくなり

ますからアウトということになってまいります。だから、通常は、こういう設計強度は通

常裕度を持ってつくられることが多いということでございます。先ほど何かタイヤの例を

言われましたけれども、タイヤもスリップサインが出るところが一つの安全水準、すなわ

ちこれを下回るとスリップが起きてしまうので危ないということになりますが、でも実際

のタイヤをつくるときはそのスリップサインぎりぎりのところでつくっているんじゃあり

ませんで、それに対して一定の裕度、つまり磨耗を前提として一定の裕度を設けてタイヤ

というのはつくられています。別にそれは何センチじゃなくていけないということではな

いわけでありますけれども、だからそういう意味でのシュラウドはそういう安全水準ぎり

ぎりのところではなくて、一定の裕度を持ってつくられているといった面があるんだとい

うふうに考えております。 

◎品田議長 

  時間になっているんです。簡潔に最後にしましょう。 

◎武本委員 
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  視点を変えて聞きます。１年前までは定期点検は、余り細かい話をしていませんが、せ

いぜい一月程度で安全に何も問題なくきていた、それを保安院が保証していた、こういう

関係だと思います。具体的な話じゃないですが、それが今どうか。ここの半分ぐらいのや

つは８月、９月にとまりました。１年とまっています。まだ検査が終わっていない。今日

の説明の中でこれからは、傷の進展を確認しながらというような表現がありました。そう

すると、これからの点検というのはどうなるのか。何が言いたいかというと、一月でも問

題ないというふうに保安院は保証していて、今現在、１年とまっていても問題ないという

ふうに保証している。今後どうなるのかわかりませんが、余りにもそういう対応について

前の一月検査で自分らの指摘した点検カ所が不足していましたとか、そういうことでなけ

れば一体保安院というのは何のためにある役所だというふうに思わざるを得ないんですよ。

ともかく今日起きていることは、東京電力も問題がありますよ。そして、そのことはカラ

ーの１ページ目に書いてあるけれども、告発人を明らかにしたとか、そういうことは悪か

ったというふうに書いてあるけれども、保安院の体質とか今までそれでも問題なしとして

いた、あるいは現状においてみたいなことの反省が何もないと。これは一体どういうのか

というのが全然理解できないんです。 

細かい話をいろいろやっても、それはやっぱり違うんだろうと。地元としてはというか、

私だけでなく、今起きていることに対して何が起きていて、どこが問題で、今後どうして

いくんだというのがなるほどと思うような形での説明がだれもないんですよ。ともかく、

一月の点検でも異状なし、１年間とめていてこれからどうなるかわからない、これでも保

安院は何も問題ないと。これはやっぱりいただけない説明なもので、そこらがなるほどと

思う話をしてもらいたい。何ミリの話はいいですから。 

◎品田議長 

  質問ですか。 

◎武本委員 

  はい、質問です。 

◎山本統括安全審査官 

  検査の期間をどれだけ要するかというのは、もちろんその検査の項目とか内容によって

変わってきて、今までは１カ月とおっしゃいますけれども、１カ月で検査が終わったとい

うのはちょっとよっぽど短いのはないとは言い切れませんけれども、通常の平均から言う

と、それはちょっとやや短いかなと思います。通常はもう少し１カ月半とか２カ月ぐらい

かかっていたような気がしますけれども、確かにものによっては１カ月ぐらいのものもあ

ったのかもしれません。 

  それで、この１年間の問題は確かに先ほどの不正問題を契機にしまして、格納容器の漏

えい率検査不正問題もあったということで全基がとまり、もう一度それの再検査を全部し

ていくといったこと、それからシュラウドにあったひび割れについてもう一度検査をして

本当にどうかという個々の判断をしていった、そういういろんな評価をしているというこ

ろで時間を要しているということが当然あるんだろうというふうに考えております。 

  それで、ひびが継続的に検査というふうに私申しました点をもうちょっと正確に言いま

すと、この健全性の評価の結果、例えば５年間このひびを修理をしなくても大丈夫だとい

う評価の結果が出ますと。そうすると５年間運転をするわけですが、運転をするときに５
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年間何も見ないということではなくて、その間に一定の期間ごとに、例えば１年後とかあ

るいはその後は２年ごとにとかというような形でひびの状況をきちっと検査をする、再計

測をすると。そして、もし予測と違っているような場合についてはもう一遍、再評価をす

ると、そういうような形で１度評価してしまったら後は終わりですよと、そういうことを

申し上げているんではなくて、それをきちっと後をフォローしていくことが大事であると

いうことで、継続検査というものを導入して、進展予測というのを適切性が本当にそうな

のかといったことを確認していくと、こういう仕組みを入れていきたいということを申し

上げたつもりでございます。 

◎武本委員 

  去年までにそういうことを把握できずに、指摘できずにいた保安院の責任はどうなのか

と。保安院が今の制度の中では最高責任機関なんでしょう、日本の原発の安全に関して。

そこが、今、これからこうしますというのはいいんですよ。去年までのやり方に落ち度が

あったという反省がこういうのに何も出てこない。今日の話でも、冒頭そういうことがな

ければならないんじゃないかと。そうでなければ、それこそある意味では東電がかわいそ

うですよ。もうちょっと、責任の自覚がないという感じなんですよ。これから何をやると

かという細かい話よりも、保安院が私は東京電力と同じぐらい責任があると思っているん

ですよ。そういうことが去年までの短い点検でも問題ないし、１年止まっている今のやり

方、なぜ止まっているかということよりも、それも何も保安院の責任じゃないような言い

方をするということが、不信のもとになっているということを言いたいんです。そして、

細かいことを聞くと私の担当ではありませんというような話であれば、だれを頼りにして

いいかわかりませんよ。後はいいですよ。そういうことが担当者にほとんど感じられない

というのは残念ですね。 

◎品田議長 

  申しわけない、ちょっと運営が悪くて時間オーバーをしました。保安院に来ていただく

のはもう１回来月あります。同じ方が来られるか、多分違う人だと思いますけれども、担

当が違うという意味で、決して後ろを見せているということではありませんので、そのと

きにまた今のこれをまたフィードバックしながらできると思います。恐らく今日発言され

なかった方、発言した方も、疑問とか質問まだあると思うんですよ。もし、どうしてもこ

れを聞きたいというのがありましたら、勝手に設定をして悪いですが、来週の１０日まで

に事務局に箇条書きでも何でもいいですんで、素朴な質問でもいいですからいただければ

保安院に送って回答していただくようにさせていただきたいんですが、お願いできますで

しょうか、保安院さんは。 

  ということで、質問ありましたら１０日までに事務局に何でもいいです。文書でもファ

クスでもお願いをしたいというふうに思います。 

◎市・布施 

  それは内容は何でもいいということですか。今回は維持基準ということですか。 

◎品田議長 

だから維持基準の話。当然の話です。今日の説明の中でということで、維持基準を中心

にしてという意味です。 

大変、長時間にわたりまして申しわけありませんでした。保安院のお二人には耳の痛い
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話もあったと思うんですが、実は私ども地元にいますと、今、最後に武本委員が言われた

ように東京電力もさることながら、国に対する不満というか不信が相当より強いというふ

うに私率直に感じておりますので、今日出た意見、質問それから半分激励の意味も含めま

して、生の声だということでお持ち帰りをいただければありがたいなというふうに思って

おります。大変、お二人、長時間ありがとうございました。 

議事の２つ目、その他ということでありますけれども、お手元にパンフレットがござい

ます。もう１回じゃない、もう２回あるんです、保安院が来ていただくのは。９月８日に

あります。ご存じのとおりだと思いますけれども、裏を見ていただきますと、地域の会を

代表してという意味ではありません。メンバーであります佐藤正幸さんと新野良子さんが

地元代表のパネラーとして出席をされます。テーマは安全規制というテーマでありますけ

れども、ぜひ、地域の会の皆さんは、大勢の方都合をつけてお聞きいただければありがた

いなというお願いでございます。よろしくお願いいたします。 

以上で終わらせていただきます。 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・２１：１５閉会・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
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